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紹
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は
じ
め
に

対
馬
藩
の
船
大
工
に
関
す
る
記
録
類
・
図
面
類
と
し
て
は
、
長
崎
県
立
対
馬
歴
史

民
俗
資
料
館
蔵
の
「
中
村
家
和
船
関
係
資
料
」、
お
よ
び
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵

の
「
黒
岩
家
文
書
」
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
図
面
類
に
関
し
て
は
造
船
工

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
記
録
類
に
関
し
て
も
、
主
と
し

て
工
学
系
の
研
究
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
き
た
（
１
）。

記
録
類
に
関
し
て
は
、『
続
海
事
史
料
叢
書
』
に
「
中
村
家
和
船
関
係
資
料
」
の

記
録
類
の
う
ち
主
要
な
も
の
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
（
２
）。

木
割
書
と
し
て
『
隼
船
作
様
之

次
第
』『
水
浮
規
矩
』『
荷
方
船
造
り
法
』『
川
船
法
寸
』
の
四
種
、寸
法
書
と
し
て
『
荷

方
石
積
り
・
帆
反
定
尺
覚
書
』、対
馬
藩
の
藩
船
寸
法
書
と
し
て
『
御
船
寸
法
書
』『
諸

船
長
サ
方
深
サ
書
附
』
の
二
種
、
都
合
七
種
が
翻
刻
さ
れ
、
石
井
謙
治
氏
に
よ
る
解

題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
に
よ
る
目
録
整
備

作
業
が
行
わ
れ
、
記
録
類
二
八
種
、
お
よ
び
図
面
類
八
五
種
の
文
化
財
学
的
情
報
が

把
握
さ
れ
た
（
３
）。

こ
の
よ
う
に
、「
中
村
家
和
船
関
係
資
料
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
体
像
が
把
握

さ
れ
、
か
つ
造
船
工
学
系
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
学
的
な
見
地

か
ら
の
検
討
は
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
は
歴
史
学
に
お
い
て
船
や
航
海
の
問

題
が
副
次
的
な
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、

海
上
の
移
動
・
交
流
を
支
え
る
の
が
船
で
あ
る
か
ら
に
は
、
船
や
航
海
の
あ
り
方
が

移
動
・
交
流
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
は
ず
で
あ
り
、
決
し
て
等
閑
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
（
４
）。

そ
れ
ゆ
え
、「
中
村
家
和
船
関
係
資
料
」、
あ
る
い
は
「
黒

岩
家
文
書
」
に
対
し
て
歴
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
歴
史
学
・
造
船
工
学
双
方
の
視
点
か
ら
の
分
析
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に

は
民
俗
学
の
視
点
も
取
り
入
れ
る
こ
と
で
総
合
的
な
分
析
が
可
能
と
な
る
に
ち
が
い

な
い
。

豊
富
に
伝
存
し
、
か
つ
工
学
的
な
研
究
蓄
積
を
も
つ
図
面
類
を
歴
史
学
の
立
場
か

ら
活
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、
記
録
類
を
精
査
し
て
図
面
類
と
照
合
す
る
作
業
が
必

要
と
な
る
。「
中
村
家
和
船
関
係
資
料
」
の
記
録
類
の
な
か
で
も
質
量
と
も
に
充
実

し
、
対
馬
藩
の
藩
船
を
網
羅
し
た
も
の
が
『
諸
船
長
サ
方
深
サ
書
附
』（
以
下
『
書
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附
』）
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、『
続
海
事
史
料
叢
書
』
で
既
に
翻
刻
・
紹
介
さ
れ

て
い
る
史
料
で
は
あ
る
が
、
誤
読
な
い
し
誤
植
が
散
見
さ
れ
、
文
意
を
正
確
に
理
解

で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、『
書
附
』
の
筆
跡
は
一
様
で
な
く
、
内
容
年
代
に

も
幅
が
あ
り
、
か
つ
追
記
・
訂
正
の
箇
所
が
多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
『
書

附
』
の
成
立
過
程
に
関
わ
る
情
報
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
本
の
情

報
を
極
力
尊
重
し
な
が
ら
翻
刻
し
、
か
つ
文
化
財
学
的
な
検
討
や
他
の
記
録
と
の
比

較
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、『
書
附
』
の
成
立
過
程
や
船
大
工
中
村
家
に
お
け
る
位

置
づ
け
が
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。
あ
ら
た
め
て
翻
刻
を
試
み
る
所
以
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
翻
刻
に
先
立
ち
、『
書
附
』
の
書
誌
情
報
や
成
立
過
程
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
る
。
あ
わ
せ
て
享
保
年
間
に
お
け
る
荷
船
丈
尺
の
算
定
を
軸
と
し
て
、『
書

附
』
と
諸
本
と
の
関
係
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
、
中
村
家
に
お
け
る
『
書
附
』
の
位
置

づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

書
誌
情
報

『
書
附
』
は
、
料
紙
は
厚
手
の
楮
紙
を
用
い
、
形
態
は
折
本
装
で
あ
る
。
法
量
は

縦
一
五
・
二
×
横
一
二
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
表
紙
・
裏
表
紙
は
茶
染
の
料
紙
で
覆

い
、
表
紙
の
題
簽
に

「
諸
船
長
サ
方
深
サ

書
附　

全
」
と
墨
書

す
る
（【
写
真
１
】）。

折
本
の
両
面
に
墨
付

が
あ
り
、
オ
モ
テ
面

は
表
紙
見
返
、
裏
表

紙
見
返
、
お
よ
び
計

三
六
折
か
ら
な
り
、

ウ
ラ
面
は
計
三
六
折

か
ら
な
る
。

成
立
過
程

表
紙
見
返
の
識
語
に
、

崇
神
天
星（
皇
）十

七
庚
子
年
始
舟
造
、
元
禄
六
癸
酉
年
迄　

二
千
三
百
五
十
三
ケ

年
ニ
成
ル

と
あ
り
、
続
け
て
、

又
二
十
三
年　

元
禄
七
甲
戌
年
ヨ
リ
享
保
元
丙
申
ノ
年
迄　

二
千
三
百
七
十
六
ヶ

年

と
あ
る（【
写
真
２
】）。い
ず
れ
も
筆
跡
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
、享
保
元
年（
一
七
一
六
）

頃
に
記
さ
れ
た
識
語
と
わ
か
る
。
そ
し
て
、
識
語
の
記
主
に
と
っ
て
、
元
禄
六
年

【写真１】　表紙

【写真２】表紙見返
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（
一
六
九
三
）
と
享
保
元
年
が
『
書
附
』
の
成
立
の
画
期
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

表
紙
題
簽
の
筆
跡
（【
写
真
１
】）
は
、
オ
モ
テ
面
・
第
一
折
～
第
十
折
途
中
の
本

文
の
筆
跡
と
一
致
す
る
（【
写
真
３
】）。
当
該
部
分
は
「
定
」
の
前
半
部
に
あ
た
り
、

「
七
拾
挺
立
」（
御
召
船
天
神
丸
十
八
反
帆
）
か
ら
「
五
拾
挺
立
引
伝
間
」
ま
で
の
船

体
の
「
長
サ
」、「
方（
肩
）」（

幅
）、「
深
サ
」
を
列
記
し
た
も
の
で
、
題
簽
に
「
諸
船
長

サ
方
深
サ
書
附
」
と
あ
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
禄
六
年
の
段
階
で

『
書
附
』
が
存
在
し
、
当
該
部
分
の
記
述
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
（
以
下
、

当
該
部
分
を「
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
」と
称
す
る
）。
そ
の
作
成
者
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、

中
村
家
の
人
物
の
活
動
年
代
を
整
理
す
る
と
、【
表
１
】
の
と
お
り
で
あ
り
、
元
禄

年
間
に
活
動
が
顕
著
な
中
村
忠
兵
衛
（
本
姓
「
橘
」、
諱
「
一
貞
」、
通
称
「
軽
重
」）

の
手
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
方
、
異
筆
で
記
さ
れ
る
「
定
」
の
後
半
部
、
お
よ
び
「
定
」
に
続
け
て
異
筆
で

記
さ
れ
る
「
長
サ
」「
方
」「
深
サ
」
に
限
ら
な
い
多
種
多
様
な
情
報
は
、
享
保
元
年

以
降
に
追
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
通
し
が
得
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
享
保

元
年
か
ら
史
料
上
で
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
の
が
中
村
庄
右
衛
門
で
あ
る
が
（【
表

１
】）、
彼
の
手
に
な
る
『
諸
船
寸
尺
覚
我
記
』（
以
下
『
覚
我
記
』）
が
『
書
附
』
の

追
記
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
。『
覚
我
記
』
の
表
紙
に
は
、

享
保
元
丙
申
年

諸
船
寸
尺
覚
我
記

正
月　

日　
　
　
　
　
　
　

中
村
庄
右
衛
門

と
あ
る
が
（【
写
真
４
】）、
と
り
わ
け
「
享
保
元
丙
申
年
」
の
筆
跡
が
『
書
附
』
の

識
語
の
筆
跡
と
一
致
す
る
の
で
、『
書
附
』
の
識
語
お
よ
び
追
記
の
記
入
者
と
し
て

庄
右
衛
門
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。

こ
こ
で
『
書
附
』
と
『
覚
我
記
』
と
の
関
係
を
押
さ
え
て
お
く
と
、『
書
附
』
は

【写真３】オモテ面・第一折

【写真４】『諸船寸尺覚我記』の表紙
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厚
手
の
楮
紙
を
用
い
た
折
本
装
で
あ
り
、
か
つ
庄
右
衛
門
が
先
代
（
忠
兵
衛
）
か
ら

継
承
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、『
覚
我
記
』
は
通
常
の
美
濃
紙
を

用
い
た
小
横
帳
で
あ
り
、
小
口
に
は
「
注
文
集
」
と
記
し
た
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
付
さ

れ
る
。『
覚
我
記
』
は
あ
く
ま
で
庄
右
衛
門
の
代
に
蓄
積
さ
れ
た
「
注
文
」（
リ
ス
ト
）

を
ま
と
め
た
手
控
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
書
名
を
「
覚お
ぼ
え
が
き

我
記
」
と
洒
落
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、『
覚
我
記
』
の
表
紙
に
あ
る
「
享
保
元
丙
申
年
正
月
日
」

と
い
う
日
付
は
、
庄
右
衛
門
が
当
代
の
注
文
な
ど
を
記
帳
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
日

付
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
庄
右
衛
門
が
中
村
家
を
相
続
し
、
代
始
め
に
備
忘
録

と
し
て
の
『
覚
我
記
』
を
起
筆
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

『
書
附
』
の
識
語
に
「
享
保
元
丙
申
ノ
年
」
が
銘
記
さ
れ
る
意
味
も
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。「
中
村
家
和
船
関
係
資
料
」
に
お
け
る
享
保
元
年
と
は
、
庄
右
衛
門
一

代
の
備
忘
録
と
し
て
の
『
覚
我
記
』
が
起
筆
さ
れ
、
か
つ
先
代
の
遺
産
で
あ
る
『
書

附
』
に
庄
右
衛
門
が
追
記
を
思
い
立
っ
た
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
実
質
的
な
記
入
が
行
わ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
い
ず
れ
も
享
保
元
年

（
一
七
一
六
）
よ
り
少
し
後
の
こ
と
で
あ
る
。『
覚
我
記
』
の
表
紙
に
は
「
享
保

元
丙
申
年
正
月
日
」
の
日
付
が
あ
る
が
、
表
紙
見
返
に
は
享
保
七
年
の
記
事
が
あ

り
、
続
く
第
一
丁
か
ら
は
享
保
十
年
の
記
事
、
第
十
一
丁
ウ
ラ
か
ら
は
正
徳
元
年

（
一
七
一
一
）
の
記
事
が
あ
る
。
実
質
的
な
記
入
は
早
く
と
も
享
保
七
年
の
こ
と
で
、

時
に
は
享
保
元
年
よ
り
も
遡
る
先
例
が
参
照
・
記
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、『
書
附
』
冒
頭
の
「
定
」
は
、オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
（
元
禄
六
年
、オ
モ
テ
面
・

第
一
折
～
第
十
折
途
中
）
に
続
け
て
何
段
階
か
の
追
記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（【
表

2
】）、
第
十
折
途
中
～
第
十
五
折
途
中
は
享
保
八
年
の
記
事
を
含
み
、
第
十
九
折
は

享
保
十
年
の
記
事
を
含
む
。
ま
た
、
ウ
ラ
面
冒
頭
の
「
定
」
と
「
荷
船
石
積
太
概

左
記
之
候
事
」（
第
二
折
～
第
九
折
途
中
）
の
内
容
年
代
は
享
保
五
年
で
あ
る
か
ら
、

追
記
の
開
始
は
早
く
と
も
享
保
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
庄
右
衛
門
に

よ
る
『
覚
我
記
』
へ
の
記
入
、
お
よ
び
『
書
附
』
へ
の
追
記
は
、
概
ね
享
保
七
年
前

後
か
ら
進
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
書
附
』
の
内
容
年
代
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
以
降
の
も
の
が
多
く
、
元
文

四
年
（
一
七
三
九
）
以
降
の
も
の
は
最
末
尾
（
ウ
ラ
面
・
第
二
九
折
～
第
三
六
折
）

の
記
述
に
限
ら
れ
る
（【
表
２
】）。
庄
右
衛
門
の
活
動
が
確
実
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、

『
覚
我
記
』
の
内
容
年
代
の
下
限
で
あ
る
享
保
十
年
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
元
文
・
延

享
年
間
の
記
述
は
後
代
の
人
物
の
手
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、『
書
附
』
の
追
記

者
と
し
て
最
も
比
重
を
占
め
る
の
は
庄
右
衛
門
と
み
ら
れ
る
。た
だ
し
、筆
跡
・
書
体
・

用
字
な
ど
が
少
し
ず
つ
異
な
る
の
で
、
す
べ
て
庄
右
衛
門
の
手
に
な
る
も
の
か
否
か

は
判
断
し
が
た
い
。
ひ
と
ま
ず
庄
右
衛
門
の
追
記
に
時
間
差
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ

び
庄
右
衛
門
が
一
族
内
の
別
人
に
筆
記
さ
せ
た
こ
と
を
想
定
し
て
お
き
た
い
（
５
）。

少
な

く
と
も
い
え
る
の
は
、『
書
附
』
の
追
記
が
一
時
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
都
度

ご
と
の
必
要
に
応
じ
て
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

訂
正
の
方
法

『
書
附
』
に
は
多
く
の
訂
正
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
顕
著
な
の
が
オ

リ
ジ
ナ
ル
部
分
に
相
当
す
る
「
定
」
の
前
半
部
分
（
オ
モ
テ
面
・
第
一
折
～
第
二
折
）

で
あ
る
（【
写
真
３
】）。「
六
拾
八
挺
立
」
は
「
方
弐
丈
壱
尺
」
と
あ
る
が
、「
壱
」

の
部
分
は
文
字
を
擦
り
消
し
て
訂
正
し
て
い
る
。
こ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
作
成

者
の
手
に
な
る
訂
正
と
み
ら
れ
る
。『
書
附
』
が
厚
手
の
料
紙
を
用
い
た
折
本
装
で

あ
り
、
か
つ
「
定
」
の
前
半
部
分
に
行
頭
を
揃
え
る
た
め
の
押
界
を
用
い
て
い
る
こ

と
、
お
よ
び
同
様
の
料
紙
・
装
丁
に
な
る
『
御
船
之
寸
法
覚
』（
上
・
中
・
下
三
冊
）

が
清
書
本
で
あ（６
）る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
作
成
者
に
は
浄
書
の
意
思
が
あ
り
、
誤
記
を

目
立
た
な
い
よ
う
に
擦
り
消
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
「
六
拾
八
挺
立
」
の
「
長
拾
七
尋
壱
尺
」
の
部
分
に
着
目
す
る
と
、「
壱
」

を
斜
線
で
見
え
消
し
に
し
て
異
筆
で
「
四
尺
壱
寸
」
に
改
め
、か
つ
真
上
に
黒
印
（
単

廓
長
方
印
「
孝
」）
を
捺
す
。
こ
の
黒
印
は
訂
正
印
と
み
ら
れ
る
が
、「
六
拾
六
挺
立
」

「
六
拾
弐
挺
立
」
の
項
目
に
も
捺
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
長
拾
七
尋
五
寸
」
の
「
七

尋
五
寸
」
を
塗
り
消
し
て
異
筆
に
て
「
六
尋
四
尺
」
に
改
め
た
の
ち
、
さ
ら
に
こ
れ
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も
塗
り
消
し
て
「
十
七
尋
二
尺
六
寸　

御
召
舟
」
に
訂
正
し
て
い
る
。
後
者
は
「
長

拾
六
尋
四
尺
」
の
「
四
尺
」
を
斜
線
で
見
え
消
し
に
し
て
「
弐
尺
」
に
訂
正
し
た
も

の
を
、
さ
ら
に
塗
り
消
し
て
「
壱
尺
」
に
訂
正
し
て
い
る
。
前
者
は
斜
線
の
有
無
が

不
明
瞭
で
あ
る
が
、
訂
正
箇
所
を
斜
線
で
抹
消
し
て
訂
正
印
を
捺
す
の
が
第
一
段
階

の
修
正
で
あ
り
、
塗
り
消
し
て
訂
正
す
る
の
が
第
二
段
階
の
修
正
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
書
附
』
冒
頭
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
に
は
、
①
浄
書
者
に
よ
る
訂

正
（
擦
消
）、
②
後
世
の
訂
正
（
斜
線
・
訂
正
印
）、
③
さ
ら
に
後
世
の
訂
正
（
塗
消
）

と
い
う
段
階
差
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
書
附
』
の
作
成
過
程
と
し

て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
①
は
忠
兵
衛
（
元
禄
）、
②
・
③
は
庄
右
衛
門
（
享
保
）
に

よ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
庄
右
衛
門
に
お
け
る
②
・
③
の
段
階
差
が
問
題
と
な
る
。
庄
右
衛

門
と
し
て
は
、
当
初
は
忠
兵
衛
か
ら
継
受
し
た
『
書
附
』
に
訂
正
を
加
え
る
こ
と
に

遠
慮
が
あ
り
、
や
む
を
得
ず
訂
正
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ

キ
ス
ト
を
斜
線
で
見
え
消
し
に
し
て
、
か
つ
訂
正
印
を
捺
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

が
②
の
段
階
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
船
の
サ
イ
ズ
の
変
更
・
訂
正
が
多
く
生
じ
る
よ

う
に
な
る
と
、
訂
正
印
を
捺
す
と
い
う
煩
雑
な
作
業
を
省
き
、
過
去
の
テ
キ
ス
ト
を

塗
り
消
し
て
更
新
し
て
い
く
と
い
う
方
法
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
③
の
段

階
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
庄
右
衛
門
は
『
書
附
』
の
継
受
者
か
ら
主
体
的
な
作
成
者
へ

と
変
化
し
た
の
で
あ
り
、
新
規
事
項
を
追
記
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
と
軌
を
一
に

す
る
も
の
と
い
え
る
。

さ
て
、先
述
の
よ
う
に
、「
定
」
の
後
半
部
（
オ
モ
テ
面
・
第
十
折
途
中
～
第
十
九
折
）

は
庄
右
衛
門
の
代
の
追
記
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
定
」
以
降
（
第
二
十
折
以
降
）

の
記
述
は
す
べ
て
追
記
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
多
く
の
訂
正
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に

顕
著
な
の
は
、
ウ
ラ
面
の
「
早
船
帆
長
サ
積
り
法
尺
」（
第
九
折
途
中
～
第
十
五
折

途
中
、【
写
真
５
】）
で
あ
る
。
①
「
拵
立
」
の
長
さ
と
幅
を
列
記
す
る
、
②
長
さ
の

数
値
を
何
度
か
訂
正
す
る
、
③
該
当
箇
所
を
貼
紙
で
抹
消
し
、
長
さ
の
数
値
だ
け
を

表
示
す
る
、
④
そ
の
数
値
を
さ
ら
に
訂
正
す
る
、
と
い
う
何
段
階
に
も
わ
た
る
訂
正

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
書
き
違
い
と
し
て
看
過
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
段
階
的
な
訂
正
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
や
は
り
船
の
規
格
が
微
妙
に

変
化
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

享
保
年
間
に
お
け
る
荷
船
丈
尺
の
算
定

中
村
庄
右
衛
門
が
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
前
後
か
ら
『
書
附
』
に
訂
正
・
追
記

を
加
え
、
そ
の
継
受
者
か
ら
主
体
的
な
作
成
者
へ
と
変
化
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
契

機
は
何
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
書
附
』
の
内
容
に
少
々
踏
み
込
む
こ
と
に

な
る
が
、
ウ
ラ
面
・
第
二
折
～
第
六
折
途
中
に
「
御
国
荷
船
丈
尺
船
改
所
江
差
出
候

書
付
」
と
の
説
明
が
付
さ
れ
た
「
定
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
年
代
が
享

保
五
年
か
ら
同
十
年
に
お
よ
ぶ
こ
と
に
注
目
し
た
い
（【
表
2
】）。

こ
れ
は
六
反
帆
か
ら
三
十
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
幅
を
列
記
し
た
も
の
で
、末
尾
に
は
、

享
保
五
庚
子
年
近十
月
十
七
日

藤
喜
右
衛
門
方
ゟ
書
付
差
出
、
写
如
斯
御
座
候
、
尤
■六

反
帆

【写真５】ウラ面・第十四折
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ヨ
リ
弐
拾
五
反
帆
迄
、
宝
永
元
以
来
船
之
寸
尺
致
吟
味
候
書
付
也
候（

衍
）、

依
是
弐

拾
五（
六
）反

帆
ゟ
三
拾
反
帆
迄
、
右
割
合
を
以
記
之
候
、
以
■前

ト
ハ
丈
尺
少
々
相

■違

有
之
候
得
共
、
右
ニ
書
載
い
た
し
如
候
、（
後
略
）

と
あ
る
。
享
保
五
年
十
月
十
七
日
、
庄
右
衛
門
は
御
勘
定
役
の
近
藤
喜
右
衛
門
を
経

由
し
、
御
勘
定
方
に
「
書
付
」（
回
答
書
）
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宝
永
元
年

（
一
七
〇
八
）
以
来
の
荷
船
の
サ
イ
ズ
を
吟
味
し
た
う
え
で
、
六
反
帆
か
ら
二
十
五

反
帆
ま
で
の
荷
船
の
幅
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
「
写
」（
控
）
を
転

載
し
た
の
が
該
当
部
分
に
相
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
二
十
六
反
帆
か
ら

三
十
反
帆
ま
で
の
幅
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
反
帆
ま
で
の
割
合
に
も
と
づ
き
算
定
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
二
十
五
反
帆
と
二
十
六
反
帆
の
間
に
、

是
迄
此
寸
尺
ニ
懸
候
書
付
、
享
保
十
乙
巳
年
御
勘
定
方
へ
差
出
ス
、
六
月
三
日
、

と
の
注
記
が
あ
る
の
で
、
五
年
後
の
享
保
十
年
に
再
び
御
勘
定
方
か
ら
荷
船
の
サ
イ

ズ
に
関
す
る
照
会
が
あ
り
、
同
年
六
月
三
日
に
六
反
帆
か
ら
二
十
五
反
帆
ま
で
の
幅

を
列
記
し
て
提
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、『
覚
我
記
』
の

な
か
に
対
応
す
る
記
事
が
あ
る
。

享
保
十
乙
巳
年
六
月
二
日
御
勘
定
方
被
召
寄
候
ニ
付
罷
上
候
処
、
御
勘
定
小
茂

田
左
平
次
殿
被
仰
渡
候
ニ
付
、
翌
三
日
書
付
致
持
参
差
出
、
尤
先
年
享
保
五
庚

子
年
十
月
十
七
日
同
役
近
藤
喜
右
衛
門
方
よ
り
差
出
候
写
、
即
致
書
載
差
上
ケ

申
候
段
申
上
、
尤
丈
尺
左
記
之
、

一
六
反
帆　

方　

方
九
尺

一
七
反	

壱
丈

一
八
反	

壱
丈
一
尺

一
九
反	

壱
丈
二
尺

一
十
反	

壱
尺（

丈
）三

尺

一
十
一
反	

一
丈
三
尺
八
寸

一
十
二
反	

一
丈
四
尺
六
寸

一
十
三
反	

一
丈
五
尺
四
寸

一
十
四
反	

一
丈
六
尺
弐
寸

一
十
五

一
十
六

一
十
七

一
十
八

一
十
九

一
廿

一
廿
一

一
廿
二

一
廿
三

一
廿
四

一
廿
五

右
荷
舟
六
反
帆
よ
り
弐
拾
五
反
帆
迄
帆
反
丈
尺
如
此
御
座
候
、
已
来
荷
舟
之
儀

ハ
定
法
不
固
定
所
有
之
候
得
と
も
、
凡
太
概
如
此
御
座
候
、
以
上
、

乙
（
享
保
十
年
）巳

　

六
月
三
日　
　
　
　

中
村
庄
右
衛
門

　
　
　

御
勘
定
所

　こ
れ
は
享
保
十
年
六
月
二
日
に
庄
右
衛
門
が
御
勘
定
役
の
小
茂
田
左
平
次
か
ら
荷
船

の
サ
イ
ズ
に
関
す
る
照
会
を
受
け
、
翌
六
月
三
日
付
で
御
勘
定
方
に
回
答
し
た
書
付

の
控
で
あ
り
、『
書
附
』
の
記
述
と
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
と
き
提
出
さ
れ
た
書
付
の
内
容
が
五
年
前
に
提
出
し
た
書
付
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
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と
も
わ
か
る
。『
覚
我
記
』
は
十
五
反
帆
か
ら
二
十
五
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
幅
を
省

略
す
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
藩
に
「
書
付
」
を
提
出
し
た
と
い
う
事
実
（
日
記
）

を
書
き
留
め
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
正
確
な
デ
ー
タ
を
確
認
し
た

け
れ
ば
、『
書
附
』
を
参
照
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る

な
ら
ば
、
先
代
か
ら
相
伝
の
『
書
附
』
に
重
要
な
事
項
を
追
記
し
、
こ
れ
を
後
代
に

相
伝
し
よ
う
と
す
る
庄
右
衛
門
の
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。

荷
船
丈
尺
一
件
に
み
る
諸
本
の
相
関
関
係

中
村
家
伝
来
の
『
荷
方
石
積
り
帆
反
定
尺
覚
書
』（
以
下
『
覚
書
』）
に
も
関
連
す

る
記
述
が
あ
る
。
ま
ず
、
後
半
部
に
「
荷
船
帆
反
定
尺
」
と
の
表
題
を
掲
げ
、
二
種

類
の
「
覚
」
を
収
録
す
る
。
一
つ
め
の
「
覚
」
は
六
反
帆
か
ら
二
十
五
反
帆
ま
で
の

荷
船
の
幅
を
列
記
し
た
も
の
で
、

右
者
享
保
五
庚
子
年
十
月
十
八
日
、
如
此
書
附
、
御
勘
定
方
江
差
出
候
控
如
此
、

尤
廿
五
反
帆
よ
り
上
卅
反
帆
迄
ハ
左
記
之

と
の
説
明
が
あ
る
。
そ
し
て
、
二
つ
め
の
「
覚
」
は
二
十
六
反
帆
か
ら
三
十
反
帆
ま

で
の
荷
船
の
幅
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
書
附
』
に
は
、
享
保
五
年
十
月
十
七
日
、
中
村
庄
右
衛
門
が
御
勘
定
役
の
近
藤

喜
右
衛
門
を
経
由
し
て
、御
勘
定
方
に
二
十
五
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
幅
を
記
し
た「
書

付
」（
回
答
書
）
を
提
出
し
た
こ
と
、
そ
れ
と
は
別
に
二
十
六
反
帆
か
ら
三
十
反
帆

ま
で
の
荷
船
の
幅
を
算
定
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。日
付
に
一
日
の
ズ
レ
が
あ
る
が
、

『
書
附
』
と
『
覚
書
』
と
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
享
保
五
年
に
御
勘
定

方
か
ら
荷
船
の
サ
イ
ズ
を
照
会
さ
れ
た
庄
右
衛
門
は
、
十
月
十
七
日
に
「
書
付
」
を

提
出
し
、
翌
十
八
日
に
そ
の
控
（
副
本
）
を
『
覚
書
』
の
後
半
部
と
し
て
書
き
留
め

た
の
で
あ
り
、そ
の
後
に
『
覚
書
』
か
ら
『
書
附
』
へ
転
載
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
覚
書
』
は
美
濃
紙
を
使
用
し
た
小
横
帳
の
形
態
を
と
る
。
表
紙
に
は
「
中
村
主
」

と
あ
り
、
中
村
某
の
所
有
に
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
庄
右

衛
門
の
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、御
勘
定
方
へ
の「
書
付
」（
回
答
書
）の
控（
副
本
）

と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
庄
右
衛
門
は
公
的
書
類
の
控

と
し
て
の
『
覚
書
』
を
作
成
し
、
そ
の
内
容
を
中
村
家
相
伝
の
『
書
附
』
に
忠
実
に

転
載
し
、
か
つ
庄
右
衛
門
一
代
の
『
覚
我
記
』
に
も
簡
略
に
転
載
し
た
の
で
あ
る
。

荷
船
丈
尺
算
定
の
前
提

享
保
年
間
に
中
村
庄
右
衛
門
が
荷
船
の
サ
イ
ズ
を
算
定
し
、
そ
の
基
準
値
を
定
め

た
こ
と
は
藩
に
と
っ
て
も
中
村
家
に
と
っ
て
も
重
要
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

庄
右
衛
門
は
藩
に
提
出
し
た
「
書
付
」
の
控
で
あ
る
『
覚
書
』
を
も
と
に
『
書
附
』

へ
の
転
載
を
図
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
逆
に
荷
船
の
サ
イ
ズ
の
基
準
値
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

『
書
附
』
ウ
ラ
面
の
「
定
」（
御
国
荷
船
丈
尺
船
御
改
所
江
差
出
候
書
付
、
第
二
折

～
第
六
折
途
中
）
に
続
け
て
、「
荷
船
石
積
太
概
左
記
之
候
事
」（
第
六
折
途
中
～
第

九
折
途
中
）
が
同
一
の
筆
跡
に
て
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
五
反
帆
か
ら
二
十
五
反
帆
ま

で
の
荷
船
の
石
積
を
列
記
し
た
も
の
で
、
六
十
二
石
積
か
ら
千
四
百
四
十
石
積
に
ま

で
至
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
、

右
石
積
五
反
帆
ヨ
リ
弐
拾
五
反
帆
太
概
如
斯
御
座
候
、
尤
固
定
之
儀
、
航
居
・

方
・
深
サ
・
反
数
相
応
相
考
候
而
之
積
り
ニ
付
、
無
之
候
而
ハ
、
不
固
定
候
事

也
、
併
太
概
石
積
り
相
知
候
為
ニ
記
之
也
、

と
あ
る
。「
固
定
之
儀
」（
規
格
化
）
の
た
め
に
は
、「
航
居
」（
長
さ
）、「
方（
肩
）」（

幅
）、

「
深
サ
」
と
「
反
数
」
と
の
「
相
応
」（
相
関
）
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

と
り
あ
え
ず
石
積
と
反
数
と
の
相
関
を
お
お
ま
か
に
知
る
た
め
に
記
し
て
お
く
と
い

う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
部
分
に
類
似
す
る
記
述
は
、『
覚
書
』
の
前
半
部
に
も
収
録
さ
れ
て



196

国立歴史民俗博物館研究報告
第 209集　2018年 3月

い
る
。
表
題
に
は
「
荷
船
石
積
太
概
取
リ
伝
、
左
ニ
記
之
」
と
あ
り
、
五
反
帆
か
ら

二
十
五
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
石
積
を
列
記
し
た
の
ち
、
末
尾
に
、

右
之
石
積
、
五
反
帆
ゟ
弐
拾
五
端
帆
迄
、
太
概
如
此
御
座
候
、
尤
固
定
之
儀
ハ
、

船
ノ
深
サ
・
か
わ
ら
居
長
サ
・
方
広
サ
を
以
相
積
リ
不
申
候
而
ハ
太
概
茂
難
相

知
候
、
依
是
反
数
ニ
ゟ
積
方
増
減
可
有
之
事
候
、
凡
石
積
可
知
為
ニ
相
記
遣
者

也
、

と
あ
る
。『
書
附
』
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
り
、『
覚
書
』
を
も
と
に
『
書
附
』

に
転
載
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
表
題
に
「
荷
船
石

積
太
概
」
を
「
取
リ
伝
」
え
た
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
石
積
と
反
数
と
の

相
関
デ
ー
タ
は
他
者
か
ら
の
伝
聞
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
庄
右
衛
門
は
こ

の
デ
ー
タ
を
も
っ
て
荷
船
の
「
固
定
之
儀
」（
規
格
化
）
を
図
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
先
代
（
お
そ
ら
く
忠
兵
衛
）

か
ら
継
承
し
た
『
書
附
』
は
ま
さ
に
荷
船
の
「
挺
立
」（
反
数
）
と
「
長
サ
」「
方
」「
深

サ
」
と
の
相
関
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
中
村
家
に
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ

を
も
と
に
、
庄
右
衛
門
は
「
固
定
之
儀
」
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
荷
船
の
「
固
定
之
儀
」
が
中
村
家
の
内
在
的
要
請
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
る
の
か
、
外
在
的
要
請
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ

こ
で
想
起
す
べ
き
は
、『
覚
書
』
後
半
部
の
「
覚
」（「
荷
船
帆
反
定
尺
」）
が
享
保
五

年
（
一
七
二
〇
）
に
庄
右
衛
門
か
ら
御
勘
定
方
に
提
出
さ
れ
た
「
書
付
」
の
控
（
副

本
）
で
あ
り
、か
つ
二
十
五
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
「
方
」（
幅
）
と
反
数
と
の
相
関
デ
ー

タ
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
半
部
の
「
荷
船
石
積

太
概
太
概
取
リ
伝
、
左
ニ
記
之
」
で
指
摘
し
た
問
題
と
は
、「
長
サ
」「
方
」「
深
サ
」

と
反
数
と
の
相
関
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、そ
れ
に
対
す
る
解
答
と
し
て
、

「
方
」
と
反
数
と
の
相
関
デ
ー
タ
を
列
記
し
た
の
が
後
半
部
の
「
覚
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
書
附
』
の
「
定
」（
御
国
荷
船
丈
尺
船
御
改
所
江
差
出
候

書
付
）
の
末
尾
に
、

近
年
荷
船
造
り
掛
致
吟
味
候
而
之
積
り
ニ
而
御
座
候
、
元
来
荷
船
之
儀
ハ
、
丈

尺
不
固
定
候
故
、
長
サ
・
深
サ
・
方
広
サ
を
以
、
以
来
共
相
極
候
事

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
荷
船
の
サ
イ
ズ
は
「
固
定
」
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

近
年
に
な
っ
て
庄
右
衛
門
が
造
船
法
を
吟
味
し
、「
長
サ
」「
深
サ
」「
方
広
サ
」
の

三
つ
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
定
め
た
と
あ
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
こ
う
し
て
庄
右
衛
門

が
導
き
出
し
た
「
方
」
と
反
数
と
の
相
関
デ
ー
タ
と
は
、『
覚
書
』
の
最
末
尾
に
、

一
、
六
反
帆
ヨ
リ
拾
反
帆
迄
ハ
壱
尺
ヲ
帆
壱
反
ニ
相
用

一
、
拾
壱
反
帆
ヨ
リ
弐
拾
反
帆
迄
ハ
八
寸
ヲ
帆
壱
反
ニ
相
用

一
、
弐
拾
壱
反
帆
ヨ
リ
参
拾
反
帆
迄
ハ
七
寸
ヲ
帆
壱
反
ニ
相
用
也

と
あ
る
よ
う
に
、
六
～
十
一
反
帆
は
一
反
に
つ
き
「
方
」
一
尺
、
十
一
～
二
十
反
帆

は
一
反
に
つ
き
「
方
」
八
寸
、
二
十
一
～
三
十
反
帆
は
一
反
に
つ
き
「
方
」
七
寸
を

加
算
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
、
庄
右
衛
門
は
二
十
五
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
幅
を
御
勘
定

方
に
回
答
し
て
い
る
が
、
二
十
六
反
帆
か
ら
三
十
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
幅
に
つ
い
て

は
手
元
に
留
め
て
い
た
。
そ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
、『
覚
書
』
に
は
「
荷
船
石
積

太
概
取
リ
伝
、
左
ニ
記
之
」
と
は
別
に
「
覚
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
二
十
六
反
帆

（
千
六
百
五
十
石
積
）
か
ら
三
十
反
帆
（
二
千
四
百
石
積
）
ま
で
の
荷
船
の
石
積
が

列
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
末
尾
に
は
、

右
石
積
太
概
如
此
御
座
候
、
尤
塩
飽
嶋
長
木
屋
之
船
大
徳
丸
参
拾
反
帆
ニ
而
御

座
候
、
此
船
弐
千
四
百
石
程
積
与
申
候
由
、
船
頭
善
三
郎
申
聞
承
之
候
ニ
付
、
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別
記
之
置
也
、
元
来
参
拾
反
余
之
船
ハ
出
来
難
成
事
、

と
あ
る
。
も
と
も
と
三
十
反
帆
の
荷
船
は
建
造
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
塩
飽
島
の
大

徳
丸
が
三
十
反
帆
で
約
二
千
四
百
石
積
で
あ
る
と
の
情
報
を
船
頭
善
三
郎
か
ら
伝
聞

し
た
の
で
、「
荷
船
石
積
太
概
取
リ
伝
、
左
ニ
記
之
」
と
は
別
に
記
し
置
い
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
十
六
反
帆
か
ら
三
十
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
サ
イ
ズ
は
、

あ
く
ま
で
庄
右
衛
門
が
独
自
に
伝
聞
し
た
情
報
を
も
と
に
算
定
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
対
馬
藩
に
と
っ
て
は
必
要
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

荷
船
の
規
格
化

逆
に
対
馬
藩
が
二
十
五
反
帆
ま
で
の
荷
船
の
サ
イ
ズ
を
規
格
化
す
る
意
図
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。
石
井
謙
治
氏
は
、『
覚
書
』
の
解
題
の
な
か
で
、
当
該
期
は
積
石
数

と
反
数
と
の
相
関
が
従
来
の
低
反
数
型
（
積
石
数
に
比
し
て
反
数
が
少
な
い
）
か
ら

高
反
数
型
（
積
石
数
に
比
し
て
反
数
が
多
い
）
へ
移
行
す
る
時
期
で
あ
る
こ
と
、
か

つ
「
荷
船
石
積
太
概
取
リ
伝
、
左
ニ
記
之
」
に
記
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
高
反
数
型
に
相

当
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
７
）。

享
保
五
年（
一
七
二
〇
）頃
の
対
馬
藩
に
お
い
て
、
荷
船
が
低
反
数
型
か
ら
高
反
数

型
へ
移
行
し
た
と
す
れ
ば
、
同
一
の
反
数
で
比
較
し
た
場
合
、
移
行
前
は
船
の
サ
イ

ズ
が
大
き
く
、
移
行
後
は
船
の
サ
イ
ズ
が
小
さ
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
元

禄
六
年（
一
六
九
三
）頃
の
状
況
を
示
す
『
書
附
』
冒
頭
の
「
定
」
の
前
半
部
と
、
享

保
五
年（
一
七
二
〇
）に
御
勘
定
方
に
提
出
さ
れ
た
「
定
」
と
を
比
較
す
る
と
、【
表
３
】

の
よ
う
に
な
る
。
元
禄
六
年
の「
方
」（
幅
）は
、
現
に
存
在
す
る
荷
船
の
デ
ー
タ
に
も

と
づ
く
も
の
で
、
享
保
五
年
の「
方
」は
、
中
村
庄
右
衛
門
が
算
定
し
た
標
準
値
で
あ

る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
元
禄
六
年
か
ら
享
保
五
年
に
か
け
て
、「
方
」
が
い
ず
れ

も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
係
数
を
計
算
す
る
と
、
概
ね
〇
・
八
六
～
〇
・
九
二
程

度
で
あ
り
、
反
数
が
多
い
船
に
な
る
ほ
ど
、
係
数
が
小
さ
く
な
る
傾
向
が
窺
え
る
（
８
）。

こ
の
よ
う
に
、
享
保
五
年
の
段
階
で
対
馬
藩
は
荷
船
の
帆
走
性
能
の
向
上
と
そ
の

規
格
化
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
が
、そ
れ
を
主
導
し
た
の
が
御
勘
定
方（
財

政
部
局
）
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
御
勘
定
方
が
荷
船
の
帆
走
性
能
の
向
上
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
義
的
に
は
公
用
物
資
の
輸
送
の
安
全
性
・

効
率
性
の
向
上
の
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
御
勘
定
方
は

藩
外
か
ら
高
反
数
型
の
デ
ー
タ
で
あ
る
「
荷
船
石
積
太
概
」
を
入
手
し
、
こ
れ
を
庄

右
衛
門
に
提
示
し
て
荷
船
の
規
格
化
を
指
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
荷
船
の
規
格
化
と
い
う
藩
か
ら
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
し
、
庄
右
衛
門

は
外
部
か
ら
入
手
し
た
石
積
と
反
数
と
の
相
関
デ
ー
タ
を
安
易
に
信
用
す
る
こ
と
な

く
、
中
村
家
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る「
長
サ
」「
方
」「
深
サ
」の
デ
ー
タ
に
も
と
づ
き
、

独
自
の
算
定
法
に
よ
っ
て「
方
」と
反
数
と
の
相
関
デ
ー
タ
を
導
き
出
し
た
の
で
あ

る
。「
長
サ
」「
方
」「
深
サ
」の
デ
ー
タ
集
積
か
ら
始
ま
っ
た
『
書
附
』
に
、
庄
右
衛

門
が「
方
」と
反
数
と
の
相
関
デ
ー
タ
を
追
記
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

反数 元禄 6	年（実態値）享保 5	年（標準値） 係数

18	反帆 方 2	丈 2	尺余 方 1	丈 9	尺 4	寸 0.86*

17	反帆 方 2	丈 1	尺
方 2	丈 5	寸 方 1	丈 8	尺 6	寸 0.89

0.91

16	反帆 方 2	丈
方 1	丈 9	尺 7	寸 方 1	丈 7	尺 8	寸 0.89

0.90

15	反帆 方 1	丈 8	尺 7	寸
方 1	丈 7	尺余 方 1	丈 7	尺 0.91

0.97*

12	反帆 方 1	丈 5	尺 8	寸 方 1	丈 4	尺 6	寸 0.92

【表３】『書附』にみる荷船の規格の変化

（注 1）係数は小数第 3	位を四捨五入した。
（注 2）「方」の尺未満を示す「余」については、便宜的に5寸

とみなして係数を試算した。「*」はその試算値である
ことを示す。
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情
報
の
補
足
と
追
記

先
述
の
よ
う
に
、『
書
附
』
に
は
中
村
庄
右
衛
門
が
独
自
に
考
案
し
た
デ
ー
タ
だ

け
で
な
く
、
御
勘
定
方
・
船
頭
な
ど
種
々
の
ル
ー
ト
で
入
手
し
た
情
報
も
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
書
附
』
冒
頭
の
「
定
」
の
後
半
部
（
オ
モ
テ
面
・
第
十
六
折
～
第
十
七
折
）
に
は
、

千
二
百
石
積
・
二
十
三
反
帆
の
荷
船
、
お
よ
び
約
八
百
七
十
石
積
・
十
九
反
帆
の
荷

船
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
前
者
に
は
、

播
州
船
大
廻
り
御
借
し
候
時
寸
尺
移（
写
）之

候
由
也

と
い
う
伝
聞
形
の
注
記
が
あ
り
、
後
者
に
は
「
但
右
同
断
」
と
あ
る
。
播
州
船
の
貸

借
に
対
馬
藩
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
庄
右
衛
門
が
入
手

し
た
播
州
船
の
サ
イ
ズ
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
他
者
か
ら
入
手
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、『
覚
我
記
』
に
は
、「
播
州
船
拾
九
端
帆
船
頭
善
六
水
夫
共
拾
三
人
乗
」、「
備

前
船
拾
参
反
帆
船
頭
弥
次
右
衛
門
」、「
播
州
船
九
端
帆
船
頭
半
右
衛
門
水
夫
共
五
人

乗
り
」
の
三
種
類
の
記
載
が
あ
り
、こ
の
う
ち
「
播
州
船
拾
九
端
帆
船
」
が
『
書
附
』

と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、『
覚
我
記
』
は
船
内
の
俯
瞰
図
で
あ
り
、部
位
別
の
「
内
法
」

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、『
書
附
』
に
あ
る
「
長
サ
」「
方
」「
深
サ
」
と
は
デ
ー

タ
の
性
質
が
異
な
る
。
つ
ま
り
、『
書
附
』
と
『
覚
我
記
』
に
同
一
の
船
の
情
報
が

記
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
違
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の

で
あ
る
。

庄
右
衛
門
は
播
州
船
の
俯
瞰
図
と
詳
細
な
「
内
法
」
の
デ
ー
タ
を
入
手
し
て
『
覚

我
記
』
に
書
き
留
め
る
こ
と
は
で
き
た
が
、『
書
附
』
冒
頭
の
「
定
」
に
船
体
の
サ

イ
ズ
を
追
記
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
長
サ
」「
方
」「
深
サ
」
と
い
う
必
要
な
情
報

を
欠
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
播
州
船
の
サ
イ
ズ
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
他
者
か
ら
入

手
し
て
補
足
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
①『
書
附
』は
元
禄
六
年（
一
六
九
三
）に
オ
リ
ジ
ナ
ル

部
分
が
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
享
保
元
年（
一
七
一
六
）に
中
村
家
の
家

督
を
相
続
し
た
と
み
ら
れ
る
庄
右
衛
門
が
、
享
保
五
年
の
荷
船
丈
尺
一
件
を
契
機

と
し
て『
書
附
』へ
の
追
記（
訂
正
を
含
む
）を
精
力
的
に
進
め
た
こ
と
、
③『
書
附
』

が
現
用
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
世
代
間
で
継
承
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
十
分
に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、『
書
附
』

に
は
荷
船
の
規
格
だ
け
で
な
く
、
荷
船
以
外
の
船
種
、
船
体
の
部
位
、
船
材
・
船
具

な
ど
の
豊
富
な
情
報
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。
庄
右
衛
門
に
よ
る『
書
附
』へ
の
追
記

が
、
享
保
年
間
に
お
け
る
荷
船
の
規
格
化
を
契
機
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

対
馬
と
外
部
と
の
技
術
的
な
交
流
が
進
む
な
か
で
の
融
合
と
葛
藤
の
足
跡
で
あ
っ
た

と
見
通
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、『
書
附
』に
み
え
る
追
記
や
訂
正
の
多

く
は
庄
右
衛
門
の
代
に
漸
次
的
に
進
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
筆
跡
・
書

体
・
用
字
な
ど
か
ら
追
記
の
主
体
・
年
代
を
客
観
的
に
判
別
す
る
こ
と
に
は
限
界
が

あ
る
た
め
、
他
の
記
録
類
と
詳
細
に
照
合
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
検
討
を

俟
つ
ほ
か
な
い
が
、
そ
れ
に
資
す
る
た
め
に
も
、
書
入
年
代
に
関
す
る
私
見
は
【
表

２
】
に
整
理
し
、
訂
正
の
痕
跡
は
で
き
る
だ
け
忠
実
に
翻
刻
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と

し
た
。

付
記本

稿
は
、
基
幹
研
究
「
中
世
日
本
の
東
ア
ジ
ア
交
流
に
お
け
る
海
上
交
通
に
関
す

る
研
究
」（
平
成
二
八
～
三
〇
年
度
、
研
究
代
表
者
荒
木
和
憲
）
の
成
果
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
史
料
の
調
査
・
掲
載
に
つ
い
て
は
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
の

ご
許
可
を
頂
戴
し
、
成
稿
に
あ
た
っ
て
は
、
共
同
研
究
員
の
出
口
晶
子
氏
か
ら
種
々

の
ご
教
示
を
頂
戴
し
た
。
末
尾
な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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翻
刻

（
凡
例
）

〇
原
本
の
体
裁
は
極
力
忠
実
に
再
現
す
る
よ
う
努
め
た
が
、
や
む
を
え
ず
体
裁
を
変

更
し
た
箇
所
も
あ
る
。

〇
異
体
字
・
旧
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。「

」
は
「
ニ
シ
テ
」
と

表
示
し
た
。
判
読
不
能
の
文
字
は
「
□
」
で
示
し
た
。

〇
句
点
・
中
黒
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
校
訂
注
は
（　

）
で
示
し
た
。

〇
本
文
の
筆
跡
の
相
違
は
反
映
し
て
い
な
い
が
、
本
文
と
注
記
が
異
筆
と
み
ら
れ
る

場
合
に
は
、
注
記
を
「　

」
で
示
し
た
。

〇
抹
消
の
箇
所
は
、
抹
消
前
の
文
字
が
判
読
で
き
る
場
合
は
「
―
」
で
示
し
、
判
読

で
き
な
い
場
合
は
「
■
」
で
示
し
た
。

																																																										

（
表
紙
）

諸
船
長
サ
方
深
サ
書
附　

全

																																																					 	

（
表
紙
見
返
）

十
神
武
天
星（

皇
）　

/庚
子

崇
神
天
星（
皇
）十

七
年
始
舟
造　

元
禄
六
癸
酉
ノ
年
迄

二
千
三
百
五
十
三
ケ
年
ニ
成
ル

又
二
十
三
年　
　
　
　
　

元
禄
七
甲
戌
年
ヨ
リ
享
保
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■丙
申■

ノ
年
迄

二
千
三
百
七
十
六
ケ
年																																														 	 	（

オ
モ
テ
面
・
第
一
折
）

　
　

定

御
召
船
天
神
丸
十
八
反
帆　

							　
　
　
　

	

長
拾
八
尋
参
尺
余

一
七
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方（
肩
、以
下
同
）

弐
丈
弐
尺
余

																					　
　
　
　

		

深
七
尺
六
寸

								　
　
　
　
（
黒
印
・
単
廓
長
方
印
「
孝
」、
以
下
同
）		　
　
　
　

		

四
尺
壱
寸	

拾
七
反
帆		

長
拾
七
尋
壱
尺

一
六
拾
八
挺
立		

方
弐
丈
■壱

尺																						　
　
　

　

	

深
七
尺
壱
寸
八
歩

																									　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
尋
四
尺	「
十
七
尋
二
尺
六
寸

拾
七
反
帆		

長
拾
七
尋
五
寸						 	　
　

		

御
召
舟
」

一
六
拾
六
挺
立		

方
弐
丈
五
寸
「
壱
尺
」

「
ヽ
七
丈
六
尺
五
寸	

水
押
前
ヨ
リ
戸
立
迄						

深
七
尺
二
寸

ヽ
又
六
尺
九
寸　

ト
モ
出

ヽ
〆
八
丈
三
尺
四
寸　
　
　
　
　
　
　
　

」

																																																							 	（
第
二
折
）

拾
六
反
帆							　
　
　

		　
　
　
　

		

長
拾
七六

尋
四三

尺尺

一
六
拾
四
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　
　

			

方
弐
丈

																						　
　
　
　

		

深
六
尺
八
寸
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拾
六
反
帆 	

	
	

	
	

　

弐壱
尺尺

		

長
拾
六
尋
四
尺	

一
六
拾
弐
挺
立		

方
壱
丈
九
尺
七
寸　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

							

深
六
尺
七
寸
五
歩
余

拾
五
反
帆							　
　
　

		　
　
　
　

		

長
サ
拾
六
尋
弐
尺

一
六
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
壱
丈
八
尺
七
寸

																					　
　
　
　

		

深
サ
六
尺
五
寸

																																																								

（
第
三
折
）

小
鷹
丸
十
五
反
帆							　
　
　

		　
　

	

長
拾
四
尋
壱
尺
六
寸

一
五
拾
六
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
七
尺
余

																					　
　
　
　

		

深
六
尺
壱
寸

万
歳
丸
十
弐
反
帆							　
　
　

		　
　

	

長
拾
参
尋
余

一
五
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

		
方
壱
丈
五
尺
八
寸

																					　
　
　
　

		
深
五
尺
四
寸
五
歩

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　
　

	

長
拾
尋
〇
弐
尺
四
寸

一
四
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

		　

	

方
壱
丈
弐
尺
五
寸

　
　
但
鎮
鍮
丸
弐
拾
六
挺
ニ
用												

深
四
尺
四
寸

																																																							 	（
第
四
折
）

御
召
替
小
隼
安
全
丸　
　
　
　
　

									

長
八
尋
壱
尺
余

一
参
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

		　

	

方
壱
丈
〇
壱
寸

　
　
但
拾
八
挺
立
ニ
用												　
　

	

深
参
尺
四
寸

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　

	

長
拾
尋
〇
八
寸

一
弐
拾
六
挺　
　
　
　
　
　
　
　
　

			

方
壱
丈
弐
尺
弐
寸

			　
但
□
（
四
十
ヵ
）

□
挺
立
積
り											　
　

		

深
四
尺
三
寸
五
歩

御
使
者
小
隼　
　
　
　
　

								　
　

	

長
八
尋
余

一
拾
八
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

									

方
九
尺
五
寸

			　
但
三
十
挺
立
積
り												　
　

	

深
三
尺
参
寸

																																																								

（
第
五
折
）

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　
　

	

長
九
尋
余

一
弐
拾
弐
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
〇
五
寸

				　

	

但
三
十
四
挺
立
積
り	

深
参
尺
七
寸

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　
　

	

長
七
■尋

弐

尺

余

■
■
■

一
拾
六
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　
　

			

方
八
尺
八
寸

			　
但
弐
拾
八
丁
立
程
積
り	

深
三
尺
壱
寸

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　
　

	

長
サ
七
尋
壱
尺

一
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

		　
　

	

方
七
尺
六
寸

		　

	

但
御
使
小
隼
之
事												　
　

	

深
参
尺

																																																					 			（
第
六
折
）

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　
　
　

	

長
サ
九
尋
余

一
飛
船
小
隼
八
端
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
壱
尺

			　
但
参
拾
四
挺
立
程
積
り														

深
サ
四
尺
余

照
久
丸
之
方　
　
　
　
　

								　
　

		

長
サ
拾
参
尋
四
尺
五
寸

一
堺
張
荷
船
拾
四
反
帆　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
六
尺
九
寸

												　
　
　
　
　
　
　

					

深
五
尺
七
寸
五
歩

春
日
丸
之
方　
　
　
　
　

								　
　

		

長
拾
参
尋
参
尺
六
寸

一
右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
六
尺
六
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
五
尺
六
寸
五
分

																																																						 		（
第
七
折
）

揚
柳
丸
之
方　
　
　
　
　

								　
　

		

長
拾
参
尋
参
尺

一
右
同
断
拾
参
反
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
五
尺
九
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
五
尺
四
寸
五
分

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　
　

	

長
七
尋
参
尺
五
寸

一
飛
船
小
隼
六
端
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
九
尺
参
寸

			

但
三
十
丁
立
程
積
り															

深
参
尺
参
寸
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長
サ
八
尋
弐
尺
五
寸

一
同
七
反
帆
積
り　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈

			　
　
　
　
　
　
　

													

深
参
尺
六
寸

																																																								

（
第
八
折
）

四
端
弐
幅　
　
　
　
　

								　
　

			

長
サ
七
尋
壱
尺
七
寸

一
鯨
船
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

			

方
七
尺
余

			　

	

但
小
使
船
之
事													　

		

深
弐
尺
七
寸

四
端
帆　
　
　
　
　

								　
　

		　

	

長
七
尋
■余

一
同
八
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

		　

	

方
六
尺
八
寸

			　

	

但
小
使
船
之
事													　

			

深
弐
尺
七
寸

																																																						 		（
第
九
折
）

六
反
帆　
　
　
　
　

								　
　

		　
	

長
七
尋
壱
尺
余

一
七
拾
挺
立
引
伝
間　
　
　
　
　
　
　

	
方
八
尺
五
寸

			　

	

但
碇
伝
間
之
事													　

				
深
参
尺
余

五
反
帆　
　
　
　
　
　
　

								　
　

		

長
サ
六
尋
弐
尺
余

一
同
水
積
伝
間　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
八
尺
余

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
弐
尺
九
寸

四
反
帆　
　
　
　
　
　
　

								　
　

		

長
サ
六
尋
壱
尺
余

一
五
拾
六
挺
立
引
伝
間　
　
　
　
　
　

	

方
七
尺
余

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
弐
尺
八
寸
「
戸
立
方
五
尺
」

																																																								
（
第
十
折
）

四
反
帆　
　
　
　
　
　
　

								　
　

		

長
六
尋
五
寸

一
五
拾
挺
立
引
伝
間　
　
　
　
　
　
　

	

方
六
尺
五
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
弐
尺
七
寸

五
反
帆　
　
　
　
　
　
　

								　
　

		

長
六
尋
四
尺

一
六
拾
八
丁
立
引
伝
間　
　
　
　
　
　

	

方
八
尺
弐
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
弐
尺
八
寸

四
反
帆　
　
　
　
　
　
　

								　
　

		

長
サ
六
尋
壱
尺

一
同
引
伝
間　

	

方
七
尺
弐
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
弐
尺
七
寸

																																																						

（
第
十
一
折
）

　
　
　
　
　

								　
　
　

		　
　

	

長
サ
五
尋
余

一
堺
張
十
四
反
帆
伝
間　
　
　
　
　
　

	

方
四
尺
九
寸

			　
　
　
　
　
　
　

														

深
壱
尺
九
寸

拾
弐
反
帆
同
寸
尺　
　
　
　
　
　
　

								

長
サ
四
尋
四
尺
三
寸

一
同
拾
参
反
帆
伝
間　
　
　
　
　
　
　

	

方
四
尺
六
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
壱
尺
九
寸

　
　
　
　
　

								　
　

		　
　
　

	

長
参
尋
壱
尺

一
飛
船
小
隼
伝
間　
　
　
　
　
　
　

			

方
参
尺
四
五
寸

			　

	

但
八
反
帆
立
ニ
用													　

		

深
サ
壱
尺
三
四
寸

																																																					 	（
第
十
二
折
）

御
船
掛
所　
　
　
　
　
　
　

							　
　

	

長
サ
五
尋
弐
尺
余

一
通
船
寸
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
五
尺
弐
寸

																　
　
　
　
　
　
　

	

深
弐
尺
壱
寸

箱
造
り　
　
　
　
　
　
　

							　
　
　

	

長
五
尋
参
尺
参
寸

一
御
磯
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

						　
綱
す（
摺
）り

ヨ
リ
は（
梁
）り

迄

																					　
　
　
　
　

	

方
六
尺
五
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
弐
尺
五
寸
五
分

　
　
　
　
　
　
　

							　
　
　
　
　

	

長
サ
五
尋
〇
五
寸

一
御
磯
天
道
船　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
四
尺
九
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
弐
尺

																																																						

（
第
十
三
折
）

大　
　
　
　
　
　
　

							　
　
　
　

	

長
九
尋

一
石
漕
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方			

艫
九
尺
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筒
壱
丈
参
尺

																																			　
　
　
　
　

		

　
　
　

舳
八
尺
参
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
四
尺

　
　
　
　
　

							　
　
　
　
　
　
　

	

長
七
尋
〇
六
寸

一
中
石
漕
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
弐
尋
壱
尺　
艫
七
尺
弐
寸

																																										　
　
　
　
　
　
　
　
舳
七
寸尺

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
参
尺
五
寸

　
　
　
　
　

							　
　
　
　
　
　
　

	

長
六
尋
弐
尺
参
寸

一
小
石
漕
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

方
七
尺
五
寸			

艫
五
尺
三
寸

																																										　
　
　
　
　
　
　
　
舳
五
尺

																　
　
　
　
　
　
　

	

深
サ
弐
尺
六
寸

																																																						

（
第
十
四
折
）

五
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

								
長
サ
■六

尋■
弐
尺
五
寸

一
朝
鮮
嶋
枝
船　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
方
八
尺
四
寸

			　
　
又
六
尋
三
尺												　
　

		

深
サ
参
尺	
「
戸（
後
筆
）

立
方
五
尺
四
寸
」

						　
方
横
八
尺
三
寸

　
　
　
深
サ
三
尺
「
戸
立
五
尺
三
四
寸
」

五
反
帆　
　
　
　
　
　
　

							　
　
　

	

長
サ
五
尋
四
尺

一
同
枝
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
七
尺

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
弐
尺
七
寸

五
反
帆　
　
　
　
　
　
　

							　
　
　

	

長
サ
六
尋
弐
尺

一
同
枝
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
七
尺
六
寸

			　
享
保
八
癸
卯
年
出
来											　

		

深
サ
弐
尺
九
寸

																																																						

（
第
十
五
折
）

　
　
　
　
　
　
　

							　
　
　
　
　

	

長
拾
七
尋
弐
尺
七
寸
余

																																

　

	

間
ニ
シ
テ
拾
参
間
半　

舳
ヨ
リ
艫
迄

一
伊
勢
丸
寸
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
■参

丈■																																	

	

　

	

間
ニ
シ
テ
四
間
四
尺

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
七
尺
五
寸

六
拾
弐
挺
立
碇
船　
　
　
　
　
　
　

								

長
サ
七
尋

一
引
伝
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
八
尺
五
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
参
尺

同
小
伝
間　
　
　
　
　
　
　

							　
　

	

長
六
尋
〇
五
寸

一
水
積
伝
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
七
尺
壱
寸
五
歩

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
弐
尺
七
寸

																																																						

（
第
十
六
折
）

船
御
改
所　
　
　
　
　
　

							　
　
　

	

長
四
尋
四
尺
五
寸

一
通
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
四
尺
九
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
弐
尺

江
川　
　
　
　
　
　

							　
　
　
　
　

	

長
サ
五
尋
弐
尺　
三
枚
棚

一
五
木
積
船　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

方
六
尺
四
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
弐
尺
四
寸
五
分

千
弐
百
石
積
之
由　
　
　
　
　

							　

	

長
サ
拾
七
尋
四
尺

一
荷
船
弐
拾
参
反
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
弐
丈
六
尺
四
寸

				　
播
州
船
大
廻
り
御
借
し
候
時										

深
サ
九
尺
五
寸

　
　

	

寸
尺
移
（
写
）之

候
由
也											　
　
　
　
　
　
　

	

																																																						

（
第
十
七
折
）

八
百
七
拾
石
程
積
候
由　
　
　
　
　

							

長
拾
六
尋
壱
尺
五
寸

一
同
拾
九
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
弐
丈
参
尺
七
寸

							

但
右
同
断											　
　
　
　

		

深
サ
四八
尺
四
寸　
　
　

	
樋
口
孫
左
衛
門
殿
泉
水
浮
有
之　
　
　
　
　

		

長
サ
九
尺

一
壱
人
乗
船　
　

		

寸
尺　
　
　
　
　

		

方
弐
尺
六
寸　

		

艫
口
弐
尺
弐
寸

　
　

	

平
駄
成
り
船
也　
　

	
																		

	

舳
口
壱
尺
八
寸　
　
　

　
　
　
　

																											　

		
	

深
サ
八
寸
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多
田
与
左
衛
門
殿
阿
津
（
須
）下

屋
敷
有
之
候　
　
　

		

長
サ
七
尺
五
寸

一
同
船　
　
　
　
　
　
　
寸
尺　
　
　

		

方
弐
尺
壱
寸		

艫
口
一
尺
壱
寸

　
　
但
此
船
ニ
ハ
人
乗
り
兼
候
由
也　
　
　
　
　

	　
　
　
　

			

舳
口
八
寸　
　
　
　
　
　
　

																											

　
　

		

深
サ
六
寸
五
分

																　
　
　
　

	　
　
　

	

壱
枚
棚
川
舟
造
り
也	

																																																						

（
第
十
八
折
）

川
船
ナ
リ　
　
　
　
　

						　
　
　
　

	

長
九
尺

一
壱
人
乗
船
寸
尺　
　
　
　
　
　
　
　

	

方
弐
尺
六
寸
五
分

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
壱
尺
壱
寸
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

																	
	　

		

航
幡
（
幅
）弐

尺
五
寸

大
船
越　
　
　
　
　

					　
　
　
　
　

	

長
サ
参
尋
四
尺

一
渡
シ
船
寸
尺　
　
　
　
　
　
　
　

		

方
五
尺

　
　

	

但
航
幅
三
尺
六
寸										　
　

	
深
サ
壱
尺
弐
寸　
　
　

	

							　
加
敷
幅
壱
尺
■（
壱
ヵ
）

	

寸															

　

		
但
大
坂
平
太
（
駄
）恰

合
ニ
造
り

御
造
御
国
造
り　
　
　
　
　

						　
　

		

長
八
尋
弐
尺

一
飛
船
小
隼
七
反
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
〇
五
寸

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
三
尺
五
寸

																																																						

（
第
十
九
折
）

大
坂
造
り　
　
　
　
　

						　
　

	　

		

長
サ
八
尋
〇
五
寸

一
渡
海
小
隼
七
反
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
弐
寸
五
分

																　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
四
尺

　
　
　
　
　

						　
　
　
　
　
　

		

長
サ
六
尋
弐
尺

一
嶋
枝
船
四
反
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
七
尺
弐
寸

							

享
保
十
乙
巳
年
九
月
出
来											

深
サ
弐
尺
九
寸

　
　
　
　
　

						　
　
　
　
　
　

		

長
五
尋
参
尺
五
寸

一
天
道
船
三
反
帆　
　
　
　
　
　
　

	

方
六
尺
六
寸

							

但
常
ノ
天
道
舟
寸
法
也　

											

深
サ
弐
尺
七
寸

																																																						

（
第
二
十
折
）

正
徳
信
使
之
節
入
札
造
り
被
仰
付
候
五
十
丁
立

寸
尺

音
羽
丸　

祇
園
丸　
　
　
　
　

						　

		

長
拾
弐
尋
四
尺
壱
寸

一
五
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　
　

			　
　

		

水
押
付
留
ヨ
リ
は（
梁
）り

堺
迄

　

	

常
磐
丸　

八
千
代
丸　
　
　
　
　
　
　

	

方
壱
丈
五
尺
三
寸	

				

千
年
丸　

大
宮
丸																	

深
サ
五
尺
四
寸

				

但
シ
船
数
六
艘
共
同
寸
尺
也											

舳
垣
立
ヨ
リ
角
立
迄
十
尋
三
尺
五
寸

							

右
役
人
阿御
舟
改比

留
徳
左
衛
門
・
中
西
与
三
兵
衛
相
済
（
ヵ
）相

勤

																																																			 	（
第
二
十
一
折
）

　
　
　
　
　

						　
　
　
　
　
　

		

長
サ
五
尋
参
尺

一
嶋
枝
船
寸
尺　
　
　
　
　
　
　

	　

	

方
七
尺
五
寸

					

代
銀
百
廿
匁　

										　
　
　

	

深
サ
弐
尺
七
寸

　

右
者
貞
享
弐
乙
丑
年
六
月
廿
八
日
田
舎
嘉（
賀
）志

村
ゟ

　

御
買
上
被
成
候
、
御
船
奉
行
山
川
作
左
衛
門
殿
御
役
時	

																																													

（
第
二
十
二
～
二
十
七
折
）

　
　
（
墨
付
な
し
）

																																																				

（
第
二
十
八
折
）

																														

実
縄
一
尺
二
寸

一
十
八
丁
立
台
合
寸
尺												

馬
頭
一
尺
壱
寸
五
分

																														

筒
方
九
尺
五
分

																													

あ（
赤
）か

間
九
寸

																														

二
番
八
寸
五
分

																																																		 		（
第
二
十
九
折
）

　
　
（
墨
付
な
し
）
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（
第
三
十
折
）

一
鉄
風
呂
弐
ツ　
　

	

差
渡
弐
尺
弐
寸

	

高
サ
弐
尺
壱
寸

一
飯
鍋
弐
ツ　
　

	

差
渡
弐
尺
四
寸

																		

深
サ
壱
尺
壱
寸

一
水
樽
壱
ツ 　

　
　

	

差
渡
参
尺
八
寸

																			

下
口
弐
尺
八
寸

																			
深
サ
弐
尺
七
寸

　
　
舛
数
参
石
六
斗
壱
舛
入

一
同
壱
ツ 　

　
　
　

	

差
渡
参
尺
八
寸

																			

下
口
参
尺

																			

深
サ
弐
尺
七
寸

　
　
舛
数
五
石
入

				　

	

右
ハ
御
極
船
御
用

																																																				

（
第
三
十
一
折
）

一
桶
水
樽
壱
ツ　
　

	

高
サ
三
尺
弐
寸	

外
法
ニ
シ
テ

																			

さ
し
渡
三
尺
五
寸

					　
廿
六
丁
立
寸
尺
写
如
此													　
内
法
ニ
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
四
尺
三
寸
八
分　

外
法　

長
四
尺
九
寸

一
箱
水
樽　

内
法					

横
三
尺
七
寸
三
分												

横
四
尺
〇
五
分

																		　
　
　
深
サ
三
尺
二
寸
二
分									

高
サ
三
尺
五
寸
五
分

					　

	

五
十
六
丁
立
小
鷹
丸　
　

板
厚
サ
壱
寸
七
歩
抜
立
（
ヵ
）

						　

元
文
三
戊
午
八
月
御
国
ニ
而
出
来

																																																			 	（
第
三
十
二
折
）

享
保
十
乙
巳
年
極
月
御
手
天
道
船
御
国
ニ
而
出
来
仕
候

寸
尺
左
記
之

　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
丈
四
尺
五
寸　

本
か
わ
ら　

一
航
居
長
サ
弐
丈　
　

内　

																			　
　

	　
　

厚
三
寸

　
　
　
　
　

壱
尺　
　
　

六
尺
五
寸　
　
　

艫
か
わ
ら

一
本
航
幅
壱二

尺

尺
四
寸		　

	

水
押
継
手
五
寸　
　

持
八
歩

一
艫
か
わ
ら
桶
底
壱
尺
立
七
寸

一
戸
立
方
四
尺
壱
寸　

切
上
壱
尺
三
寸
三

　

切
上
ゟ
上
壱
尺

一
水
押
前
口
八
尺
四
寸　
　

巾
一
尺　
　

厚
五
寸

																																																				

（
第
三
十
三
折
）

　
　
（
墨
付
な
し
）

																																																			 	（
第
三
十
四
折
）

　
　

五
拾
六
挺
立
通
口
広
サ

　

一
高
サ
四
尺										　
　
　
　

　

一
横
四
尺
五
寸　
　
　
　

艫
ノ
通
口
寸
尺

　

一
高
サ
四
尺

			

一
横
弐
尺
七
寸　
　
　
　

舳
ノ
通
イ
口
寸
尺

右
ハ
享
保
十
四
己
酉
年
三
月　

於
幸
様
御
登
之
時
、　

御
駕
籠

差
支
無
之
候
哉
吟
味
被
仰
付
候
節
、
古
五
十
六
丁
立
寸
尺
如
此
、

其
節　

御
駕
籠
寸
尺
左
記
之
置
也
、

　

一
高
サ
参
尺
六
寸
五
分

　

一
長
サ
参
尺
九
寸

																																																			 	（
第
三
十
五
折
）

　
　

鎮
鍮
丸
帆
棚

一
桁
行
内
法
七
尺
壱
寸
七
歩

一
張
行
内
法
四
尺
八
寸
四
歩

一
か（

框

）

ま
ち
太
サ
四（

マ

マ

）

寸
参
寸
五
歩
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一
同
立
木
太
サ
参
寸
五
歩
角

一
高
蘭（
欄
）高

サ
四
寸
内
法

一
内
立
太
サ
壱
寸
五
歩
ニ
壱
寸
四
歩

一
同
ほ（
鉾
）こ

太
サ
壱
寸
六
歩
ニ
壱
寸
四
歩

一
同
間
ハ
壱
尺
三
寸
三
歩
内
法

																																																				

（
第
三
十
六
折
）

一
同
貫
太
サ
壱
寸
二
歩
ニ
厚
三
寸（

マ
マ
）歩

一
耳
板
巾
二
寸
七
寸（
歩
）厚

八
歩　

外
出
シ
二
歩

一
立
数
六
本　

角
共
ニ

　
御
召
舟

　

〃
四
尺
八
寸
五
歩　
　

艫
通
口
長
サ
也

																																																			 	（
裏
表
紙
見
返
）

　
　

御
船
之
仁
王
経
御
札
寸
法

												　
　
　

長
壱
尺
八
寸

一
御
召
舟　
　
　

巾
三
寸
五
歩　
　

												　

　

五
十
六
丁			　

長
壱
尺
五
寸

一
五
十
丁　

立　

巾
二
寸
五
分

								

												　
　
　

長
一
尺
壱
寸

一
小
早
立　
　
　

巾
二
寸　
　
　
　

												　

																																																								

（
裏
表
紙
）

　
　
（
墨
付
な
し
）

																																																		

（
ウ
ラ
面
・
第
一
折
）

一
荷
船
帆
反
之
事　
　
　
　

一
諸
船
石
積
之
事

一
荷
船
石
積
り
事　
　
　
　

一
舛
寸
尺

一
荷隼
船船
帆
長
サ
事

一
シ（

漆

喰

）

ツ
ク
イ
之
事

一
小
早
立
垣
立
高
サ
之
事

一
早
舟
帆
棚
高
サ
事

一
同
屋
形
高
サ
之
事

一
同
箱
水
樽
太
サ
之
事

一
同
釘
重
目
之
事

																																																								

（
第
二
折
）

　

御
国
荷
船
丈
尺　

船
御
改
所
江
差
出
候
書
付																							　

　
　

定

一
六
反
帆　
　
　
　

方
九
尺

一
七
反
帆　
　
　
　

〃
壱
丈

一
八
反
帆　
　
　
　

〃
壱
丈
壱
尺

一
九
反
帆　
　
　
　

〃
壱
丈
弐
尺

一
拾
反
帆　
　
　
　

〃
壱
丈
参
尺

一
拾
壱
反
帆　
　
　

〃
壱
丈
■参

尺
八
寸　
八
寸
増
シ

																																																								

（
第
三
折
）

一
拾
弐
反
帆　
　
　

方
壱
丈
四
尺
六
寸

一
拾
参
反
帆　
　
　

方
壱
丈
五
尺
四
寸

一
拾
四
反
帆　
　
　

方
壱
丈
六
尺
弐
寸

一
拾
五
反
帆　
　
　

方
壱
丈
七
尺

一
拾
六
反
帆　
　
　

方
壱
丈
七
尺
八
寸

一
拾
七
反
帆　
　
　

方
壱
丈
八
尺
六
寸
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一
拾
八
反
帆　
　
　

方
壱
丈
九
尺
四
寸

一
拾
九
反
帆　
　
　

方
弐
丈
〇
弐
寸

																																																								

（
第
四
折
）

一
■弐

拾■
反
帆　
　
　

方
弐
丈
壱
尺

一
弐
拾
壱
反
帆　
　

方
■弐

丈
壱
尺
七
寸　
七
寸
増
シ

一
弐
拾
弐
反
帆　
　

方
弐
丈
弐
尺
四
寸

一
弐
拾
三
反
帆　
　

方
弐
丈
三
尺
壱
寸

一
弐
拾
四
反
帆　
　

方
弐
丈
■三

尺

八
■
■
寸

一
弐
拾
五
反
帆　
　

方
弐
丈
四
尺
五
寸

是
迄
此
寸
尺
ニ
懸
候
書
付
、
享
保
十
乙
巳
年
御
勘
定
方
へ
差
出
ス
、
六
月
三
日
、

一
弐
拾
六
反
帆　
　

方
弐
丈
五
尺
弐
寸　
七
寸
増
シ

一
弐
拾
七
反
帆　
　

方
弐
丈
五
尺
九
寸

																																																								

（
第
五
折
）

一
弐
拾
八
反
帆　
　

方
弐
丈
六
尺
六
寸

一
弐
拾
九
反
帆　
　

方
弐
丈
七
尺
■三

寸■

一
参
拾
反
帆　
　
　

方
弐
丈
八
尺

　
　

以
上

右
者
享
保
五
庚
子
年
近
十
月
十
七
日

藤
喜
右
衛
門
方
ゟ
書
付

差
出
、
写
如
斯
御
座
候
、
尤
■六

反
帆
ヨ
リ
弐
拾
五
反
帆

迄
、
宝
永
元
以
来
船
之
寸
尺
致
吟
味
候
書
付
也
候（
衍
）、

依
是
弐
拾
五（
六
）反

帆
ゟ
三
拾
反
帆
迄
、
右
割
合
を
以

記
之
候
、
以
■前

ト
ハ
丈
尺
少
々
相
■違

有
之
候
得
共
、

																																																								

（
第
六
折
）

右
ニ
書
載
い
た
し
如
候
、
近
年
荷
船
造
り
掛

致
吟
味
候
而
之
積
り
ニ
而
御
座
候
、
元
来
荷
船

之
儀
ハ
、
丈
尺
不
固
定
候
故
、
長
サ
深
サ
方
広
サ
を
以

以
来
共相極
候
事
、

　

荷
船
石
積
太
概
左
記
之
候
事																																				

一
六
拾
弐
石
積
ハ　
　
　

五
反
帆

一
七
拾
石
積
ハ　
　
　
　

六
反
帆

一
九
拾
石
積
ハ　
　
　
　

七
反
帆

																																																							 	（
第
七
折
）

一
百
石
積
ハ　
　
　
　
　

八
反
帆

一
百
参
拾
石
積
ハ　
　
　

九
反
帆

一
百
六
拾
石
積
ハ　
　
　

拾
反
帆

一
百
八
拾
石
積
ハ　
　
　

拾
壱
反
帆

一
弐
百
石
積
ハ　
　
　
　

拾
弐
反
帆

一
弐
百
九
拾
石
積
ハ　
　

拾
三
反
帆
「
太
概
ハ
三
百
石
モ
積
」

一
参
百
五
拾
石
積
ハ　
　

拾
四
反
帆　

一
四
百
石
積
ハ　
　
　
　

拾
五
反
帆

																																																								

（
第
八
折
）

一
四
百
六
拾
石
積
ハ　
　

拾
六
反
帆

一
五
百
弐
拾
石
積
積
ハ　

拾
七
反
帆

一
五
百
八
拾
石
積
ハ　
　

拾
八
反
帆

一
七
百
弐
拾
石
積
ハ　
　

拾
九
反
帆

一
八
百
拾
石
積
ハ　
　
　

弐
拾
反
帆

一
九
百
四
拾
石
積
ハ　
　

弐
拾
壱
反
帆
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一
千
石
積
ハ　
　
　
　
　

弐
拾
弐
反
帆

一
千百拾
石
積
ハ　
　
　
　

弐
拾
参
反
帆

																																																							 	（
第
九
折
）

一
千
参
百
石
積
ハ　
　
　

弐
拾
四
反
帆

一
千
四
百
四
拾
石
積
ハ　

弐
拾
五
反
帆

　

右
石
積
五
反
帆
ヨ
リ
弐
拾
五
反
帆
太
概
如
斯

　

御
座
候
、
尤
固
定
之
儀
、
航
居
方
深
サ
反
数
相
応

　

相
考
候
而
之
積
り
ニ
付
、
無
之
候
而
ハ
、
不
固
定
候
事
也
、

　

併
太
概
石
積
り
相
知
候
為
ニ
記
之
也
、

　

早
船
帆
長
サ
積
り
法
尺																																							

一
七
拾
丁
立
之
時
、
先
航
居
六
丈
六
尺
三
寸
ト
ヲ
キ
、
但
シ

																																																								

（
第
十
折
）

																																						　
　
　
　
　
　

	

■六
尺

　

壱
尺
五
寸
ノ（
延
）ヘ

テ
ノ
積
り
ニ
シ
テ
舳
ノ（

延
）ヒ

壱
丈
―
ヲ
キ
ソ
エ
、

　

艫
ノ
ヒ
七
尺
五
寸
ソ
エ
候
得
ハ
、
三
口
合
八
丈
三九

尺
八
寸
ニ
ナ
ル
、

　

八
寸
ハ
捨
テ
、
末
盛
厚
サ
ニ
引
也
、
残
八
丈
三九

尺
、
是
則

　

檣
長
サ
也
、
此
内
綱
間
延
ヒ
又
九
尺
程
引
、
又
深
サ
七
尺
五
寸

　

弐
口
ニ
シ
テ
壱
丈
六
尺
五
寸
引
也
、
残
六七

丈

二

尺

五

寸

丈
六
尺
五
寸
則
帆

　

長
サ
也
、
但
垣
立
高
サ
六
尺
■六

寸
程
ハ
帆
ふ
く
ら

（
ヵ
）分

　

余
慶
ト
心
得
也
、
右
六
丈
六
丈尺

五
寸
、
尋
ニ
シ
テ
拾
■四

尋

　

壱弐

尺
五
寸
也
、
尤
早
船
ハ
帆
柱
長
サ
相
極
、
其
内
ヨ
リ

　

深
ヲ
引
而
も
同
事
也
、

																																																					 	（
第
十
一
折
）

七
拾
弐
丁
立
積
り																		　

		　
　
拵
立

一
御
召
船
拾
八
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　

長
拾
参
尋
壱
尺

　
　
中
込
壱
丈
つ
ゝ
桁
付
之
事	

巾
木
綿
三
巾
壱
反
ニ
シ
テ

　
　
木
綿
積
り
ニ
ハ
長
六
丈
八
尺
に
て
候				　

	

三
尺
壱
寸
ヨ
リ
三
尺
三四寸
迄

弐
拾
六
丁
立
四
十
丁
立
積
り　
　
　
　
　
　

		

拵
立
帆

一
鎮
鍮
丸
拾
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
八
尋
壱
尺

　
　
註
文
ハ
■四

丈
弐
尺
五
寸
に
て
候													　
『（

左
ヲ
貼
紙
ニ
テ
抹
消
シ
テ
右
ニ
改
メ
ル
、以
下
同
）

　

長
サ
八
尋
弐
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断
幅
也　

	

』

																														　
　
　

						

同

一
五
拾
六
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
拾
壱
尋
壱
尺

			　
桁
附
五
尺
に
て
候																		　
　
　

			『	　
長
サ
拾
壱
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

									

幅
右
同
断　
　

』		

　
　
註
文
長
サ
ハ
五
丈
七
尺
五
寸
に
て
候　
「
尤
十
四
反
ヨ
リ
中
込
桁
付
入
候
事
強
イ
為
也
」

																															
										

同													

一
五
拾
挺
立　
桁
付
無
シ　
　
　
　

					　

	

長
サ
拾
尋
壱
尺	

		　

	

註
文
長
サ
五
丈
壱
尺
五
寸
に
て
候											　
　
『　

長
拾
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幅
右
同
断
』

																																																						

（
第
十
二
折
）

木
真
四
十
丁
立
積
り											　
　
　
　
　

	

同

一
弐
拾
六
丁
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
八
尋

						

註
文
長
四
丈
弐
尺
に
て
候																

　
　
『　

長
サ
八
尋
壱
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幅
右
同
断　
　

』

木
真
三
十
四
丁
立
積
り																									

同

一
弐
拾
弐
丁
立　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
七
尋
参
尺
五
寸

																														　

	

　
　
『　

長
七
尋
弐
尺
五
寸

																														　
　
　
　
　
　
　
　

幅
右
同
断　
　
　

』
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木
真
三
十
丁
立
積
り　
　
　
　
　
　
　

		

同

一
拾
八
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
七
尋

																														　

	

　
『				

長
七
尋
壱
尺

																														　
　
　
　

	

幅
右
同
断　

』

五
反
帆																	　
　
　
　
　

						

同

一
拾
挺
立　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
五
尋
弐
尺
五
寸

																															　

				『　

	

長
サ
五
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

幅
右
同
断　

』

小
使
船
之
事

一
鯨
船
八拾
挺
立

挺
立　
「「
長
サ
五
尋
」

長
四
尋
半
」　

												

長
サ
四
尋
弐
尺
五
寸
迄

																															　

	　
『　

	

長
サ
四
尋
弐
尺
五
寸

																														　
　

	　

				
幅
右
同
断　
　
　
　
　

』

																																																						

（
第
十
三
折
）

一
伝
間
立
五四
反
帆

反
帆																					

長
サ
四
尋
ヨ
リ
四
尋
半
迄

				　

		　
五
反
弐
巾
迄									　
　
　

	

幅
三
尺
ヨ
リ
三
尺
三
寸
迄

御
召
船
伝
間
ハ
六
反
ハ
五
尋
に
て
候						『
幅
□
尺
ヨ
リ
□
尺
□
寸
迄
』		

　
　
　
　
　

	
	

	

拵
立
拾
壱
尋

一
荷
船
拾
四
反
帆　
　
　
　
　
註
文
ニ
ハ
長
サ
五
丈
七
尺
五
寸
に
て
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

			
	　

　

長
サ
■
■
■
■
■
四
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幅
■
■
■　
　
　
　
　
　
　
　
　

』

																													　
　
『	

拵
立

		

長
サ
五
尋
七
尺
五
寸

	
	

	
							

幅
右
同
断　
　
　
　

』	

					

但
堺
張
り
ハ
同
反
数
ニ
壱
尺
或
ハ
弐
尺
船
応
シ
相
増
有
之

																											　
　
　
同

一
同
拾
参
反
帆　
　
　
　
　
　
　

長
サ
拾
尋
■弐

尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	『　

	

長
拾
尋
弐壱

尺尺
■
寸　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
右
同
断　
　
　
　
　

』

																												　
　

	

同

一
同
拾
弐
反
帆　
　
　
　
　
　
　

長
サ
九
尋
参
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	『　

	

長
サ
拾
尋
九
尋
弐三

尺

尺
五
寸　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
右
同　
　
　
　
　

』

																												　
　

	

同

一
同
拾
壱
反
帆　
　
　
　
　
　
　

長
サ
九
尋

																															　
　
『　

	

長
九
尋
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
右
同
断　
　
　
　

』

																																																					 	（
第
十
四
折
）

																												　
　
　

	

同

一
同
拾
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　

長
八
尋
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	『　

	

長
サ
八
尋
弐
尺
五
寸

																																　

							

巾
右
同
断						　

』

																												　

	

同

一
同
九
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
八
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	『　

	

長
七
尋
□
尺
□
寸
八
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
右
同
断								　

』

																												　
　
　

	

同

一
同
八
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
七
尋
参
尺

			　
但
飛
船
小
早
或
ハ
渡
海
造
り
共
ニ
『　

長
七
尋
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
右
同
断						　

』

																												　
　

	

同

一
同
七
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
七
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

『　

長
七
尋
壱
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幅
右
同
断			

』

																												　
　

	

同
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一
同
六
反
帆　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
六
尋
四
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

『　

長
七
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巾
右
同
断		

』

																												　

	

同

一
同
拾
五
反
帆　
　
　
　
　
　
　

長
拾
壱
尋
壱弐

尺
五
寸

																																																	　

				

半

																									

　

		『
拾
壱
尋
弐
尺
』

														　

	　
　
　
　
　
　
　

		　
　

拵
立
帆				　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

															　

		（
第
十
五
折
）

一
荷
船
拾
六
反
帆　
　
　
　
　
　

長
サ
拾
弐
尋
一
尺

　

右
早
船
并
荷
船
帆
寸
尺
如
斯
御
座
候
、
此
外

　

大
船
ハ
右
ノ
割
ヲ
以
相
知
候
事
、
尤
帆
柱
長
サ
ニ

　

応
シ
候
事
、
太
概
書
付
如
斯
、

　

シ（

漆

喰

）

ツ
ク
イ
拵
ノ
事																																											

一
白
土
壱
石　
　
　
　
　

一
苧
ス（

苆
）サ

三
貫
目

一
黒
砂
糖
五
百
目　
　
　

一
魚
油
壱
計（
斗
）　

フ（
鱶
）カ

ノ
油
吉

																									
	

フ
カ
ノ
油
無
之
時
ハ
魚
油
ニ
而
も
不
苦
候

一
フ（

布
海
苔
）

ノ
リ
六
百
目

																																																				 		（
第
十
六
折
）

					

煎
出
し

一
松
や（
脂
）ニ

五
百
目

　
但
水
ニ
入
レ
ハ
◯
フ
ノ
リ
ヲ
除
ケ
、
ニ（
苦
）カ

塩
ヲ
遣
イ
、
ニ
カ
塩
無
之

　
時
ハ
、
塩
ヲ
煎
出
し
用
ル
、

一
右
白
土
計
ノ
時
魚
油
三
舛

一
フ
ノ
リ
八
拾
目

　
　
苧
ス
サ
・
黒
砂
糖
・
塩
除
ケ
、
紙
ノ
ス
サ
ヲ
弐
百
五
十
匁

　
加
ル
、
但
シ
壱
計（
斗
）ニ

三
百
目
也
、

　

洗
水
ユ
ツ
ハ

一
赤
土
壱
計
（
斗
）

																																																						（
第
十
七
折
）

　
　

	

但
自（
手
ニ
自
テ
）

手
ニ
テ
、
餅
ノ
子（
粘
）バ

サ
ニ
タ（
叩
）ヽ

キ
付
ケ
、　

一
塩
壱
舛
入
〃

一
白
土
壱
計（
斗
）〃

　
　
水
桶
用
ル
時
ハ
白
土
ヲ
除
ル

　
　

船
釘
頭
塗
リ
、
尤
銷
ヲ
除
ル
為
也
、

一
白
土
壱
舛
〃

一
松
ヤ
ニ
壱
舛
〃

一
油
四
合
〃　
フ
カ
ノ
油
吉
、
フ
カ
ノ
油
無
之
時
ハ
魚
油
ニ
而
も
吉
、

一
白
砂
糖
壱
斤
〃

																																																						（
第
十
八
折
）

一
黒
砂
糖
壱
斤
〃

一
鉄
ノ
金
ノ
粉
三
合
〃

　

右
調
合
■温

成
ル
中
用
ル
、
寒
テ
役
ニ
不
立
、

　

小
隼
立
垣
立
高
サ
之
事																																							

垣
立
高
サ											　

	　
　
　
　

又
壱
尺
七
寸

一
壱
尺
五
寸　
　
　
内
法
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但
三
十
四
丁
立
積
り
御
上
下
之
時
弐
拾
弐
丁
立
尤

　
　
　

八
反
帆
ニ
用

一
同
壱
尺
六
寸　
　
又
壱
尺
七
寸
五
分

　
　

右
同
断　
　
　
　

又
壱
尺
九
寸

																																																						（
第
十
九
折
）

一
垣
立
高
サ
内
法
壱
尺
五
寸　
又
一
尺
六
寸

　
　
　

拾
八
丁
立
小
早　

木
真
廿
丁
立
積
り

一
同
壱
尺
七
寸
五
分

　
　
　

飛
舟
小
早
八
反
帆　

木
鎮
卅
弐
丁
立
積
り

一
同
壱
尺
八
寸
五
分																											

　
　
　

飛
舟
小
早
八
反
帆　

木
真
卅
四
丁
立
積
り

一
同
弐
尺　
　
　
　
　

		

又
壱
尺
九
寸

　
　
　

飛
舟
小
早
八
反
帆　
　
　

右
同
断

一
同
弐
尺
〇
五
歩

																																																						（
第
二
十
折
）

　
　
　

真
鍮
丸　

弐
拾
六
丁
立
、
尤
木
真
四
十
丁
立
積
、

一
同
弐
尺
参
寸
五
歩																							

　
　
　

弐
拾
六
丁
立　

右
同
断

　

右
者
参
拾
丁
立
ゟ
四
拾
丁
立
迄
船
垣
立
内
法

　

高
サ
如
斯
御
座
候
、
尤
四
拾
六
丁
立
ヨ
リ
ハ
高
サ
四
尺

　

五
寸
也
、
尤
や（
矢
倉
）

く
ら
張
り
候
而
ハ
、
上
勝
ニ
罷
成
り
差
支
候
故
、

や
く
ら
不
張
用
也
、

　

四
拾
六
丁
立
ゟ
以
下
之
舟
ハ
、
弐
尺
五
寸
ゟ
高
ク
候
而
ハ
、

　

上
勝
罷
成
り
候
故
、
固
高
ク
御
好
候
共
、
不
用
之
候
事
也
、

　

五
拾
丁
立
ハ
五
尺
五
寸
、
尤
や
く
ら
張
之
、

一
屋
倉
物
垣
立
高
サ
五
尺
五
寸　
内
法
又
五
尺
七
寸
モ
ア
リ

　
　

但
五
十
丁
立

																																																				（
第
二
十
一
折
）

ヤ
ク
ラ
立
垣
立

一
同
五
尺
八
寸　
　
　
　
　
又
五
尺
七
寸
ニ
も
相
用
有
之

　
　

但
五
拾
六
丁
立

や
く
ら
立
垣
立

一
同
六
尺
■参

寸　
　
　
　
元
禄
七
甲
戌
年
出
来

　
　

但
御
召
舟
七
拾
丁
立

や
く
ら
立
垣
立

一
同
六
尺
〇
七
歩　
　
　
　

六
十
弐
丁
立

一
同
六
尺
弐
寸　
甲享
保
九
年

辰
ニ
出
来　

	

六
十
六
丁
立　
唯
今
御
召
舟

一
同
六
尺
六
寸　
　
　
　
　

六
十
八
丁
立

一
同
六
尺
五
寸　
　
　
　
　

伊
勢
丸

一
同
壱
尺
三
寸
四
歩　
　
　

十
六
丁
立
小
早
也	

廿
八
丁
立
積
り

一
同
五
尺
壱
寸　
　
　
　
　

荷
舟
十
三
反
帆

																																																				（
第
二
十
二
折
）

　

	　
　
　
　

又
壱
寸
五
分
有
リ
、
又
弐
寸
モ
ア
リ
、

一
同
五
尺
三
寸　
　
　
　
　

同
十
四
反
帆

　
　
　
　
又

一
同
四
尺
五
寸　
　
　
　
　

小
早
立
日
覆
高
也

　
　

艫
よ
り
ハ
五
寸
或
ハ
六
寸
も
持
也
、
但
わ（

蕨

）
ら
ひ
手
所
よ
り
、

一
同
六
尺
四
寸　
七
十
丁
立
御
召
舟　

天
和
信
使
ニ
出
来
也

　

隼
船
帆
棚
高
サ
事																																											
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一
帆
棚
高
サ
四
尺
八
寸　
　
　

御
召
舟
七
十
丁
立

　

但
大
床
上
ハ（
場
）ヨ

リ
か（

框

）
ま
ち
上
迄
、
か
ま
ち
巾
六
寸
、

一
同
三
尺
八
寸
五
歩　
　
　
　

五
十
丁
立

　
　

右
同
断　

か
ま
ち
巾
四
寸
六
分

																																																				（
第
二
十
三
折
）

一
同
四
尺
三
寸　
　
　
　
　
　

五
十
六
丁
立

　
　

但
右
同
断
、
内
か
ま
ち
巾
五
寸

一
同
弐
尺
八
寸						　
　
　

真
鍮
丸

　
　
　

又
弐
尺
六
寸
ニ
モ						　

	
弐
拾
六
丁
立　
木
真
四
十
丁
立
積

　
　

右
同
断
、
内
か
ま
ち
三
寸
二
三
分
、
又
ハ
三
寸
五
歩
迄
、

　

隼
船
小
隼
屋
形
高
サ
事																																							

内
法
ナ
リ
高
サ

一
屋
形
『
内

（
貼
紙
ニ
テ
左
ヲ
抹
消
ス
）

法
高
五
尺五

尺
参
寸

三
寸
』　　
　
　
　

御
召
舟
七
十
丁
立

　

外
ニ
敷
居
鴨
居
太
サ
相之

応
ニ
高
サ
相
増

一
同
五
尺
五
歩　
　
　
　
　
　

六
十
弐
丁
立

一
同
五
尺　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
六
丁
立

																						
																																																				（

第
二
十
四
折
）

一
同
四
尺
九
寸
八
歩　
　
　
　

五
十
丁
立

　
　

又
五
尺
ニ
モ
用
ル

一
小
屋
形
高
サ
弐
尺
八
寸　
　

真
中
丸	

弐
拾
六
丁
立

　
　
　

但
敷
居
ヨ
リ
下
エ
五
寸
下
リ
落
間
也

　
　
桁
行
内
法
六
尺
五
寸
八
歩
張張
りり　

舳艫
口
五
尺
弐
寸
三
歩

口
四
尺
六
寸
五
歩　
　
　
　

	　
　

	

敷
居
厚
サ
二
寸
程
、
三
寸
角
タ
イ
ハ
三
寸
七
歩
ニ
三
寸
二
分

一
同
高
サ
弐
尺
弐
寸
五
分　
　
十十
六
丁
立

八
丁
立
尤
卅
丁
立
位
也

　
　
但
控
木
櫓
床
内
法
也

　
　
　

外
ニ
六
寸
二
分
ハ
櫓
床上ヨ
リ
簀
上
迄
ニ
落
間
也

一
屋
形
内
法
高
サ
五
尺
二
寸　

御
召
船
六
十
六
丁
立

																																																				（
第
二
十
五
折
）

　

隼
船
箱
水
樽
之
事																																											

御
召
舟
七
十
丁
立

	

艫
火
床
之
間
下
ニ
入
置
也															

長
六
尺
七
寸

一
杉
か
檜
木
水
樽
壱　
　
　

		

内
法			

横
五
尺
四
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深
サ
四
尺
七
寸
五
分

　

	

舛
数
四
拾
三
石
弐
計
（
斗
）五

升
余
入

五
十
丁
立																		　
　
　

	

長
四
尺
五
寸

一
同
壱
つ																		　
　

	

横
三
尺
弐
寸

　

	

舛
数
五
石
参
計
（
斗
）三

升
入　

		　
　
　

	　

	

深
サ
三
尺
弐
寸
五
歩

同
船

一
同
壱
つ								　

	

長
四
尺
五
寸　
　
　

	

長
四
尺
三
寸

　
　
升
数
六
石
余
入			

横
三
尺
八
寸		　
　

	

横
三
尺
九六

寸寸

																						

高
三
尺
五
寸　
　
　

	

深
サ
三
尺
五
歩

五
拾
六
丁
立																				　

		

長
サ
四
尺
五
寸

一
同
壱
つ																						

横
四三

尺

八

寸

尺
壱
寸														

　
	

升
数
六
石
五
計（
斗
）余

入　
　
　

			　

				

深
サ
三
尺
弐
寸
五
分						　
　

	

（
第
二
十
六
折
）

五
拾
六
丁
立	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

外
法

一
同
壱
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
五
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
四
尺
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高
サ
三
尺
五
寸　

又
壱
寸

十
八
丁
立
寸
尺

	

一
同
桶
壱　
　
　

	

高
サ
弐
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
し
渡
弐
尺
八
寸

　

隼
船
諸
釘
重
目
之
事																																										

七
十
丁
立

一
航
落
釘
掛
目
壱
本　
　

弐
百
八
拾
目
ゟ
下
段
々

一
加
敷
釘
掛
目
壱
本　
　

三
百
弐
拾
匁
ゟ
下
段
々

一
中
棚
釘
掛
目
壱
本　
　

弐
百
三
拾
匁
ゟ
下
段
々

一
上
棚
釘
掛
目
壱
本　
　

弐
百
拾
匁
ヨ
リ
弐
百
五
十
匁
迄

																																																				（
第
二
十
七
折
）

一
中
棚
上
棚
落
釘
壱
本　

掛
目
百
弐
拾
目
ゟ
ゟ
（
衍
）五

拾
匁
迄

一
違
銯
六
拾
匁
七
拾
匁

一
■大
底

釘
掛
目
五
匁
ゟ
五
匁
五
六
分
迄　

壱
本
ニ
付

一
色
釘
掛
目
壱
本
弐
匁
八
分
ゟ
三
匁
四
五
分
迄

四
拾
挺
立
小
早
立

一
加
敷
釘
壱
本　

掛
目
九
拾
匁

一
中
棚
釘
壱
本　

掛
目
六
拾
匁

一
上
棚
釘
壱
本　

掛
目
五
拾
五
六
匁

一
板
銯
壱
枚　
　

掛
目
参
拾
匁

一
航
銯
壱
枚　
　

掛
目
五
拾
匁

																																																				（
第
二
十
八
折
）

一
航
落
壱
本　
　

掛
目
四
拾
五
匁

一
板
落
壱
本　
　

掛
目
三
十
匁

一
色
釘
壱
本　
　

掛
目
弐
匁
三
分

一
大
底
釘
壱
本　

掛
目
三
匁
六
分

五
拾
六
丁
立
十
四
十
五
反
立

一
皆
折
釘
壱
本　

掛
目
拾
六
七
匁
位

一
大
底
釘
壱
本　

掛
目
五
匁
位

一
色
釘
壱
本　
　

掛
目
弐
匁
五
分
位

一
手
銯
壱
枚　
　

掛
目
太（
大
抵
）

底
イ　

九
拾
四
匁
下
段
々

																																																				（
第
二
十
九
折
）

　

	

一
錫
弐
拾
五
丸　
　
　
　
　
　

	　

一
水
牛
角
百
五
十
本　

	

御
手
伝
頭

　
一
荒
銅
三
丸	　
　

〆
廿
八
丸　
　
　

延
享
元
六
月						　

	

御
船
手
幾
平

　

	

右
ハ
元
文
五
庚
申
年
五
十
六
丁
立
船
天
間
一
艘
、
船
頭
御
船
手
源
八
、

																																			　
　

	　
　
　
　
　
　

九
月
十
一
日
積
申
候

　

諸
船
現
石
積
之
事																																												

																											
	

　

		

堺
張
御
手
荷
船
十
四
反
帆
ニ

一
白
米
五
百
表（

俵
）積											　

　
　
　
　

春
日
丸

　
　
　

壱
表
（
俵
）五

計
（
斗
）三

升
宛
入
ニ
シ
テ														

照
久
丸				

積
之

　
　

外
ニ
水
夫
共
ニ
拾
三
人
分
飯
米
壱
人
一
日
白
米
五
合
六六
勺才
宛

　
　

舛
切
ニ
シ
テ
■日

■数

三
拾
日
分
程
ハ
積
之
外
ハ
何
色
不
乗
由
也

　
　

朝
鮮
ゟ
御
関
所
迄
中
漕
被
仰
付
候
節
積
之
候
由
也

一
同
五
百
俵　
　
　
　
　
　
　

	

御
手
荷
船
万
倍
丸
神
崎
丸
ニ
茂

　
　

右
同
断																								

		

積
之
候
由
也

　

右
ハ
元
禄
十
七
乙
未
年
、
年
中
々
漕
之
時
如
斯
、
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																																																						（
第
三
十
折
）

一
御
銀
弐
百
貫
目
ハ　
　
　
　
　
　
　
　

御
召
舟
大
伝
間
六
反
帆
ニ
積
之

　
　

但
弐
拾
箱
ニ
シ
テ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
夫
共
六
人
乗
り

一
同
百
参
拾
貫
目
ハ　
　
　
　
　
　
　
　

御
召
舟
水
取
伝
間
ニ
積
之

　
　

拾
三
箱
ニ
シ
テ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
夫
五
人
乗
り

一
同
百
四
拾
貫
目
ハ　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
六
丁
立
伝
間
積
之

　
　

拾
四
箱
ニ
シ
テ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

一
同
百
四
拾
貫
目
ハ　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
丁
立
伝
間
ニ
積
之

																																			
	

					

右
同
断

　

右
四
艘
ニ
狐
皮
三
拾
箇
積
合
、
宰
領
壱
人
宛
乗
之
、

　

佐
須
奈
御
関
所
迄
被
差
下
、
尤
宝
永
元
甲
申
年
之

																																																				（
第
三
十
一
折
）

　
　

八
月
四
日
御
仕
出
シ
有
之

一
御
銀
七
百
貫
目　

朝
鮮
江
被
差
渡
候
船
数
之

　
　

覚

　

一
御
召
舟
天（
伝
）間

弐
艘　
　

一
五
拾
六
丁
立
伝
間
弐
艘

　
　
　
　

内
七
人
乗
り
壱
艘　
　
　
　
　
　

壱
艘
六
人
乗
り
に
て
候

　
　
　
　

〃
六
人
乗
り
壱
艘

　

一
五
拾
丁
立
伝
間
壱
艘　
六
人
乗
り

　
　
　

〆
大
小
伝
間
五
艘

　

右
者
御
元
方
役
阿
比
留
半
左
衛
門
、
其
外
御
勘
定
方
之

　

下
代
壱
人
も
宰
領
被
仰
付
、
元
禄
十
六
未
九
月
出
舟
、

																																																				（
第
三
十
二
折
）

一
御
銀
弐百貫
目　
　
　
　

小
使
船
四
艘
ニ
積
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
貫
目
に
て
候

　

右
正
徳
三
癸
巳
年
大
坂
ゟ
積
分
、
十
一
月
御
国
江

　

下
着
仕
候
、

正
徳
元
辛
卯
年
大
船
越
ゟ
府
内
御
米
漕
廻
り
候

常
之
■天

道■
舟
并
五
枚
帆
表（

俵
）数

積
之
候

　
　

覚

一
白
米
弐
拾
弐
表（
俵
、以
下
同
）

宛　
　
但
壱
艘
ニ
如
斯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

常
之
天
道
舟
五
艘
ニ　

		

三吉
兵
衛

右
衛
門		

五権
之
平

兵
衛		

嘉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

																																																				（
第
三
十
三
折
）

一
白
米
四
拾
四
表
ハ　
　
　
　
　

九
左
衛
門船五
枚
帆
ニ
積
之

一
同
弐
拾
壱
表
ハ　
　
　
　
　
　

五
十
丁
立
天
間
壱
艘
ニ
積
之

　
　

合
白
米
百
七
拾
五
表
也

一
白
糸
四
拾
丸
ハ　
　
　
　
　
　

飛
舟
小
早
六
反
帆
ニ
積
之

　
　

反
物
荷
ニ
シ
テ
モ
四
拾
箇
程

一
同
六
拾
箇
程
ハ　
　
　
　
　
　

飛
舟
小
早
八
反
帆
ニ
積
之

一
銅
弐
拾
丸　
　
　
　
　
　
　
　

佐
護湊村
舟
壱
艘
ニ
積
之

　
　
　

壱
丸
ニ
付
舟
賃
弐
（
ヵ
）匁

に
て
候

　

一
同
七
拾
丸
ハ　
　
　
　
　
　

御
国
天
道
舟
弐
艘
ニ
積
之							

　
　
　

壱
丸
ニ
付
舟
賃
三
匁
に
て
候　
　
　
　

壱
艘
卅
五
丸
に
て
候　

船
頭
弥市
兵
衛

二
兵
衛									

（
第
三
十
四
折
）

　

右
正
徳
三
癸
巳
年
六
月
廿
八
日
、
府
内
ヨ
リ
佐
須
奈
迄

　

被
差
下
候
如
斯
、

　

御
召
船
六
十
六
丁
立
箱
水
樽
寸
尺
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享
保
九
甲
辰
年
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
長
サ
六
尺

一
箱
水
樽
壱　
　
　
　
横
五
尺
五
寸　
　

外
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
サ
四
尺
五
寸　

ふ（
蓋
）た

共

■元

文
三戊午
年
三
月

一
荒
銅
弐
拾
丸　
　
　
佐
こ
（
護
）村

船
五
人
乗
り
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■積

下
ル

　
　

弐
拾
五
丸　

空
船
ノ
時
ハ
積
可
申
候
事

																																																				（
第
三
十
五
折
）

　
　

小
使
船
鉄
風
呂
寸
法
直
段
左
記
之

　

一
鉄
風
呂
壱　
外
法
口
さ
し
渡
壱
尺
壱
寸
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
下
口
壱
尺
四
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
サ
壱
尺
四
寸

　
　
　
　

代
銀
拾
壱
匁
五
分
に
て
候

　
　

元
禄
十
一
寅
ノ
年
七
月
直
段
如
此

小
使
船

一
鉄
風
呂
寸
尺　
　

		

口
サ
シ
渡
壱
尺
弐
寸

　
　
　

代
銀　
　
　
　
　
　

	

高
サ
壱
尺
〇
七
歩

　

右
ハ
享
保
十
四
丁
酉
年
於
大
坂
出
来
如
此

一
荒
銅
弐
拾
五
丸
に
て
候			　
五
十
六
丁
天
間
一
艘
長御
船
手

兵
衛

　
　
　
　
　

	　
　
　
　
　
　
　

	

小
使
船
八
丁
立
十
丁
立
利御
船
手

八　
　
　
　
　
　
　
　
　

					

元
文
三
戊
午
年
極
月
積
下

																																																				（
第
三
十
六
折
）

　
　

今
舛
寸
法																																																

　
　
　
　
　

																		

一
壱
升
舛
ハ　
　
　
　
四
寸
九
分
四
方　
　
　

壱
分
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

深
サ
弐
寸
七
歩　
　
　

		

坪
数
六
万
四
千
八
百
弐
十
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
合
入
舛
ハ　
　
　
三
寸
九
分
四
方　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		　

深
サ
弐
寸
弐
歩		　
　
　

坪
数
三
万
三
千
四
百
六
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
弐
合
五
勺
舛
ハ　
　
三
寸
壱
歩
四
方　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

					

深
サ
壱
寸
七
歩		　
　
　

坪
数
壱
万
六
千
三
百
卅
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
壱
合
舛
ハ　
　
　
　
弐
寸
三
歩
四
方　
　
　

同　

																	　
　
　

									

深
サ
壱
寸
弐
歩
八
厘		　

坪
数
六
千
七
百
七
十
壱

小
使
船

一
鉄
風
呂　
　
　
　
　
さ
し
渡
一
尺
二
寸　
　

		

上
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　

		　
　

高
サ
壱
尺
壱
寸　
　
　

		

下
そ（
底
）こ

一
尺
四三
寸寸

　
　

元
文
四
己
未
年
註
文
控
以
来
此
形
ヲ
用
事
也
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【表１】「中村家和船関係資料」にみえる中村氏一族（寛文～享保期）

寛文 延宝 天和 貞享 元禄 宝永 享保
忠兵衛一貞	
（橘軽重）

10年（図・御座船
六拾六挺立〈18
才作〉，図・御船
真鍮丸）

4～5年（図・五拾
六挺立，図・飛
船小早三拾弐挺
立積七端帆〈25
才作〉）

5～13 年（図・御
召替小早弐拾弐
挺立，川船法寸，
図・荷船拾弐端
積，図・〔川御座
船図〕）

5 年（図・飛船
小隼八反帆）

甚内（軽彦） 2 年（図・御召船
七拾弐丁立積リト
シテ七拾挺立ニ
出来，図・御船弐
拾弐丁安平丸）

3 年（図・飛船参
拾弐挺積）

忠右衛門 9 年（図・〔小早
船側面図〕）

2 年（図・御召船
七拾弐丁立積リト
シテ七拾挺立ニ
出来）

庄右衛門 元年～10年（諸船
寸尺覚我記，覚〔板
木註文ニ付〕）

【表２】『諸船長サ方深サ書附』の構成

折数 表題 事項 内容年代 本文に関する情報
書入年代 訂正 押界

表紙「諸船長サ方深サ書附	全」（題簽） A 元禄 6 年
見返 ― （識語） 元禄 6 年（1693）	

享保元年（1716）
B 享保元年 擦消

表	1 定 70 丁立（御召船天神丸），68・66 丁立 A	
	

元禄 6 年	
	

擦消・塗消・
斜線・訂正印

2 64・62・60 丁立 塗消・訂正印 上下（横線）
3 56 丁立（小鷹丸），50丁立（万歳丸），40丁立

（26 丁立鎮鍮丸）
同上

4 30 丁立（御召替小早安全丸），26 丁立，18 丁
立（御使者小隼）

同上

5 22・16 丁立，10丁立（御使小隼） 擦消 同上
6 飛船小隼，堺張荷船（照久丸・春日丸） 同上
7 堺張荷船（揚柳丸），飛船小隼 同上
8 鯨船（10・8丁立） 擦消 同上
9 引伝間（70・56 丁立），水積伝間（70丁立） 同上
10 引伝間（50丁立） 上（横線）

引伝間（68 丁立） C	
	
享保 8 年頃	

	
上（横線），下（枠線）

11 堺張伝間，飛船小隼伝間 同上
12 通船（御船掛所），御磯船，御磯天道船 同上
13 石漕船（大・中・小） 上書 同上
14 朝鮮嶋枝船 享保 8 年（1723） 擦消 同上
15 伊勢丸 擦消 同上

引伝間（62丁立碇船），水積伝間（62丁立小伝間） D 享保 10 年頃	
16 通船（御船掛所），五木積船（江川） 下（枠線）

荷船（1200 石積播州船） 同上
17 荷船（870 石積播州船），壱人乗船（平駄成り船） 上書 同上
18 壱人乗船（川船），渡シ船（大船越） 同上

飛船小隼（御国造り） 同上
19 渡海小隼（大坂造り） 同上

嶋枝船，天道船 享保 10 年（1725） 同上
20 正徳信使之節入札造り被

仰付候五十丁立寸尺
音羽丸・祇園丸・常磐丸・八千代丸・千年丸・
大宮丸（50丁立）

正徳元年（1711） E （享保以降）

21 ― 嶋枝船，解説 貞享 2 年（1685） F （享保以降）
22 ― （墨付なし） ―
23
24
25
26
27
28 ― 18 丁立台合 G （享保以降）
29 ― （墨付なし） ―
30 ― 鉄風呂，飯鍋，水樽 H 元文 3 年頃
31 桶水樽（26 丁立），箱水樽（50丁立小鷹丸） 元文 3 年（1738）
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32 覚（享保十年乙巳年極月
御手天道船御国ニ而出来
仕候寸尺左記之）

航居長サ，本航幅，艫航桶底，戸立方，水押
前口

享保 10 年（1725） I 享保 10 年頃	

33 （墨付なし） ―
34 五拾六挺立通口広サ 艫ノ通口，舳ノ通口 享保 14 年（1729） J 享保 14 年頃
35 鎮鍮丸帆棚 桁行内法，張行内法他
36 内立貫太サ，耳板巾他
見返 御船之仁王経御札寸法 御召船，56・50 丁立，小早立 K （享保以降）
裏	1 （目次） （荷船帆反之事，荷船石積り事，隼船荷船帆長

サ事，シツクイ之事，小早立垣立高サ之事，早
舟帆棚高サ事，同屋形高サ之事，同箱水樽太
サ之事，同釘重目之事，諸船石積之事，舛寸尺）

a,e a: 享保後半
頃	
e:享保後半～	
延享頃

2 定（御国荷船丈尺　船御
改所江差出候書付）

6 ～11反帆 享保 5 年（1720） b 享保 5 年頃
3 12 ～19 反帆
4 20 ～ 27反帆 享保 5 年（1720）	

（追記：享保 10 年）
擦消

5 28 ～ 30 反帆，解説 享保 5 年（1720） 擦消・上書
6 解説
荷船石積太概左記之候事 62～ 90 石積 （享保 5 年）

7 100 ～ 400 石積
8 460 ～ 1110 石積
9 1300 ～ 1440 石積，解説
早船帆長サ積り法尺 解説 c 享保後半頃

10 解説 塗消・上書
11 72丁立（御召船），26丁立（鎮鍮丸），56・50丁立 貼紙・塗消 下（横線）
12 26 ～ 10 丁立，鯨船（小使船，10・8丁立） 貼紙 同上
13 伝間立，荷船 14～11反帆 貼紙
14 荷船 10 ～ 6反帆・15反帆 貼紙・上書
15 荷舟16反帆，解説 擦消

シツクイ拵ノ事 （漆喰） a 享保後半頃
16 （漆喰），洗水ユツハ
17 洗水ユツハ，船釘頭塗リ
18 船釘頭塗リ 擦消

小隼立垣立高サ之事 垣立高サ（34丁立）
19 垣立高サ（18 丁立小早・飛船小早・鎮鍮丸）
20 垣立高サ（26 丁立鎮鍮丸），解説，屋倉物垣

立（50丁立）
21 屋倉物垣立（御召船，伊勢丸，荷船他）
22 屋倉物垣立（14 反帆，小早，70丁立御召船）

隼船帆棚高サ事 70丁立（御召船），50丁立
23 56 丁立，26 丁立（鎮鍮丸）

隼船小隼屋形高サ事 70丁立（御召船），62・56 丁立 貼紙
24 50 丁立，26 丁立（鎮鍮丸），30丁立位，66

丁立（御召船）
25 隼船箱水樽之事 70丁立（御召船），50・56 丁立 塗消
26 56・18 丁立

隼船諸釘重目之事 70丁立
27 70 丁立，40丁立（小早立）
28 40 丁立（小早立），56 丁立
29 ― 56 丁立（船伝間） 元文 5 年（1740）	

延享元年（1744）
d 享保後半～

延享頃
塗消・擦消

諸船石積之事 春日丸・照久丸，万倍丸・神崎丸 宝永元年 (1704）ヵ
30 御召船大伝間，御召船水取伝間，56・50 丁

立伝間，解説
宝永元年 (1704）

31 御召船伝間，56・50 丁立伝間，解説 元禄 16 年（1703）
32 小使船，解説 正徳 3 年（1713）

正徳元辛卯年大船越より
府内御米漕廻り候常之天
道舟并五枚帆表数積申候
覚

常之天道舟 正徳元年（1711） 擦消
33 九左衛門船，50丁立伝間，飛船小早，佐護

湊村船，御国天道船
正徳元年（1711）	
正徳 3 年（1713）

34 解説
御召船六十六丁立箱水樽
寸尺	享保九甲辰年出来

（御召船 66 丁立），佐護村船 享保 9 年（1724）	
元文 3 年（1738）

35 小使船鉄風呂寸法直段左
記之

小使船，56 丁立伝間 元禄 11年（1698）	
享保 14 年（1729）	
元文 3 年（1738）

36 今舛寸法 1升舛～1合舛，小使船鉄風呂 元文 4 年（1739）
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（
1
）　

柴
田
恵
司
「
対
馬
藩
造
船
関
係
文
書
に
つ
い
て
」（『
海
事
史
研
究
』
三
二
、一
九
七
九
年
、日

韓
友
好
親
善
の
船
編『
絶
海
を
渡
る
―
七
丁
櫓
地
舟
に
よ
る
朝
鮮
海
峡
横
断
の
記
録
』一
九
八
七

年
に
再
録
）、
有
田
満
男
・
伴
卓
士
・
石
田
毅
・
原
田
大
道
「
対
馬
藩
近
世
和
船
建
造
技
術
に

つ
い
て
（
序
章
）」『
長
崎
総
合
科
学
大
学
紀
要
』
二
四
―
二
、一
九
八
三
年
）、
同
「
対
馬
藩
近

世
和
船
建
造
技
術
に
つ
い
て（
第
二
報
―
中
村
家
船
図
面
）」（『
同
』二
六
―
一
、一
九
八
五
年
）、

有
田
満
男
・
石
田
毅
・
原
田
大
道
「
対
馬
藩
近
世
和
船
建
造
技
術
に
つ
い
て
（
第
三
報
―
黒
岩

家
船
図
面
）」（『
同
』二
七
―
一
、一
九
八
六
年
）、
原
田
大
道「
対
馬
藩
近
世
和
船
建
造
技
術
に

つ
い
て（
第
四
報
）」（『
同
』
二
九
―
一
、一
九
八
九
年
）、
同
「
朝
鮮
信
使
副
丈
卜
船
の
構
造
に

つ
い
て
」（『
同
』
三
〇
―
一
、一
九
九
〇
年
）、
大
石
一
久（
柴
田
恵
司
監
修
）「
対
馬
藩
近
世
和

船
船
図
面
―
中
村
家
文
書
・
黒
岩
家
文
書
よ
り
」（
前
掲
『
絶
海
を
渡
る
』）。

（
2
）　

日
本
海
事
史
学
会
編
『
続
海
事
史
料
叢
書
』
第
十
巻
（
成
山
堂
書
店
、
一
九
八
六
年
）。

（
3
）　

長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
編『
対
馬
宗
家
文
庫
史
料
絵
図
類
等
目
録
』（
長
崎
県
文
化

財
調
査
報
告
書
第
二
〇
九
集
、
二
〇
一
二
年
）。

（
4
）　

基
幹
研
究
「
中
世
日
本
の
東
ア
ジ
ア
交
流
に
お
け
る
海
上
交
通
に
関
す
る
研
究
」（
平
成
二
八

～
三
〇
年
度
、
研
究
代
表
者
荒
木
和
憲
）
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
中
世
の

船
・
航
海
の
実
態
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
、
従
来
と
は
異
な
る
東
ア
ジ
ア
交
流
史
像
を
描
き
出
す
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
近
世
対
馬
藩
の
船
大
工
関
係
資
料
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
対
馬
と
い
う
地
域
に
定
点
を
設
定
し
、
近
世
前
期
～
中
期
の
船
の
実
態
を
さ
ぐ
る

こ
と
は
、
関
係
資
料
が
乏
し
い
中
世
の
船
の
実
態
解
明
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
5
）　

た
と
え
ば
、「
中
村
家
和
船
関
係
資
料
」
の
図
面
類
の
う
ち
「
御
船
四
拾
六
丁
立
」
に
は
「
中

村
甚
内
作
」
と
の
注
記
が
あ
る
が
、
端
裏
書
に
は
「
中
村
忠
右
衛
門
作
、
同
名
甚
内
引
之
」
と

も
あ
り
、
忠
右
衛
門
の
指
示
の
も
と
に
甚
内
が
製
図
す
る
と
い
う
役
割
分
担
が
窺
え
る
。

（
6
）　

藤
田
励
夫
「
中
村
家
和
船
関
係
史
料
」（
前
掲
『
対
馬
宗
家
文
庫
史
料
絵
図
類
等
目
録
』）。

（
7
）　

前
掲
『
続
海
事
史
料
叢
書
』
解
題
。

（
8
）　

前
掲
注（
4
）に
関
し
て
い
え
ば
、
享
保
年
間
の
低
反
数
型
か
ら
高
反
数
型
へ
の
移
行
は
示
唆

的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
帆
の
技
術
改
良
と
い
う
享
保
年
間
に
付
加
さ
れ
た
レ
イ
ヤ
ー
を
剥
が

す
こ
と
で
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
前
期
に
か
け
て
の
和
船
の
規
模
に
よ
り
一
歩
近
づ
く
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、『
書
附
』を
享
保
以
前
の
和
船
に
関
す
る
参
考

史
料
と
し
て
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
高
反
数
型
か
ら
低
反
数
型
へ
の
変
換
（
船
の
幅
に
係

数
一
・
〇
九
～
一
・
一
六
を
掛
け
る
）
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

註

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
七
年
二
月
二
八
日
受
付
、二
〇
一
七
年
七
月
三
一
日
審
査
終
了
）




